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１ 定住自立圏の名称 

 

北はりま定住自立圏 
 

２ 定住自立圏の構成市町 
 

西脇市、多可町 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 共生ビジョンの目的・役割 
 

定住自立圏構想は、自治体の枠組みを越えて生活に必要な都市機能を擁する中心市

とその周辺市町村で形成される定住自立圏において、「集約とネットワーク」の考え

方に基づき、中心市と周辺市町村が相互に連携と協力を行うことにより、圏域全体の

活性化を図ろうとするものです。 
本ビジョンは、安心・快適に暮らせる定住自立圏の形成に向け、中・長期的な視点

から北はりま定住自立圏が目指す将来像を定めるとともに、将来像を実現するために

必要な具体的な取組を示すものです。 
 

４ 共生ビジョンの期間 
 

本ビジョンで示す将来像の実現に向けた具体的な取組の計画期間は、平成23年度か

ら平成27年度までの５年間とします。 

なお、毎年度所要の変更を行うものとします。 

第１ 共生ビジョンの概要  

兵庫県 

多可町 

西脇市 
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１ 広域連携の取組経緯 

 

兵庫県のほぼ中央部に位置する西脇市と多可町の区域は、８世紀に編さんされた

「播磨国風土記」において託賀郡（たかのこおり）と記されており、両市町の大部分

は多可郡として地理的・歴史的に深いつながりを持ちながら発展してきました。国内

有数の先染綿織物である播州織の産地として飛躍的に発展を遂げた大正期以降は、交

通の発展とともに経済的なつながりも深まり、一体的な生活圏を形成するようになっ

てきました。 

戦後の市町村合併で旧西脇市と多可郡４町が成立し、昭和45（1970）年には北播磨

地域の他市町とともに、国の広域市町村圏構想に基づき播磨内陸広域行政協議会を設

立し、広域行政に取り組んできました。 

また、旧西脇市と多可郡４町では、昭和55（1980）年に西脇市多可郡消防事務組合

を設置し、消防・救急業務を共同で処理してきました。その後農業共済事務の共同処

理に伴い、平成元（1989）年に同組合を西脇多可行政事務組合に改称し、以降介護・

障害認定審査業務、斎場業務など行政事務の広域化を推進してきました。また、ごみ

処理についても北播磨清掃事務組合を関係市町とともに設置し、広域的に取り組んで

きました。 

両市町では、こうした一部事務組合での行政事務の共同処理のほかにも、都市との

交流の促進による地域活性化を目的に、平成６（1994）年には「北はりまハイランド

構想」を策定するなど圏域の総合的な発展に向けた政策の推進に共同で取り組んでい

ます。さらに行政以外の活動においても、経済・文化などさまざまな場面での住民活

動が連携して行われており、西脇市・多可郡は一体的な生活圏であることが伺えます。 
全国的な「平成の大合併」の潮流の中、住民からは旧西脇市と多可郡４町を枠組み 
とした市町合併の動きがみられましたが、最終的には協議が整わず、平成17（2005） 

年度には西脇市と多可町の２つの枠組みに分かれて合併することとなりました。合併

後も自治体の枠組みを越えた地域課題や広域的な行政需要に対応するため、両市町で

の連携を推進しており、その一環として定住自立圏構想に取り組んでいます。 
 
 

 

第２ 圏域の現況  
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２ 圏域の構成市町の概況 
 

（１） 構成市町の地勢・沿革 

① 西脇市 

  西脇市は、平成17（2005）年10月に旧西脇市と多可郡黒田庄町が合併して誕

生しました。東経 135度と北緯35度が交差する日本列島の中心－「日本のへ

そ」に位置しており、人口44,143人（平成23（2011）年３月１日現在）、面積

132.47k㎡の都市です。 

  地形的には、標高 200～ 600ｍの山地や丘陵に囲まれ、中央部を県内最長の

加古川が貫流し、市域南部で杉原川・野間川と合流し、これらの河川沿いの平

野部に集落や農地が形成されています。 

  明治期以降、豊かな水資源を利用し、家内工業であった綿織物が工場生産の

播州織として発展し、昭和初期には急

速に市街地が形成され、北播磨地域の

商都としても繁栄しました。こうした

地場産業の興隆を背景に、昭和27

（1952）年には西脇町ほか３村が合併

し、県内内陸部では最初の市となる西

脇市が誕生しました。以来北播磨北部

地域の行政・経済・住民生活の中核都

市として発展を遂げてきました。 

 

② 多可町 

  多可町は、平成17（2005）年11月に多可郡中町・加美町・八千代町が合併し

て誕生しました。兵庫県のほぼ中央部、北播磨地域の最北に位置しており、人

口23,690人（平成23（2011）年３月１日現在）、面積185.15k㎡のまちです。

旧町単位で、中区・加美区・八千代区の３つの地域自治区が設置されています。 

  地形的には、千ヶ峰を最高峰とする中国山地の東南端の山々に囲まれ、三国

岳を源とする杉原川が加美区・中区を貫流し、笠形山を源とする野間川が八千

代区を貫流しています。中山間地域の

ため平地が少なく、全体面積の約８割

を山林が占め、宅地と田畑の面積は、

あわせて１割程度となっています。 

 播州織の興隆に伴い、西脇市と一体

的な経済圏を形成するとともに、酒造

好適米の山田錦の発祥地としても知ら

れ、稲作を中心とした農業生産にも取

り組んでいます。 
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（２） 人口・世帯数 

① 人口 

  圏域の人口は、昭和35（1960）年の79,835人をピークにその後は７万２千人

前後で横ばいに推移していましたが、平成17（2005）年には68,257人と７万人

を割り込み、平成22（2010）年にはさらに減少し、65,922人となっています。 

  市町別の推移では、西脇市は平成７（1995）年までは４万６千人台で推移し

ていましたが、以降は減少傾向に転じ、平成22年では42,812人となっています。

多可町は昭和60（1985）年から緩やかに減少していましたが、平成12（2000）

年以降は減少率が大きくなっており、平成22年では23,110人となっています。 

  わが国全体の人口が減少する中、本圏域においては自然増減（出生数－死亡

数）、社会増減（転入者数－転出者数）ともにマイナスとなっており、今後も

減少傾向が続くことが予測されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 市町別人口の推移 】 （人） 

西脇市    多可町 資料：国勢調査 

※Ｈ22は速報値 

【 圏域人口の推移 】 
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② 世帯 

  圏域の世帯数は、人口が減少に転じている中、一貫して増加しています。人

口の減少とともに世帯数の伸びも鈍化していますが、平成22（2010）年には 

21,684世帯となっています。また、１世帯当たりの人員は、一貫して減少して

おり、西脇市が2.86人、多可町が3.45人となっています。核家族や単身の世帯

が増加していることが伺えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 西脇市の世帯数の推移 】 （人） （世帯） 

（人） 【 多可町の世帯数の推移 】 （世帯） 

【 圏域世帯数の推移 】 
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資料：国勢調査 

※Ｈ22は速報値 
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③ 年齢３区分別人口 

  圏域の年齢３区分別人口は、全国的な傾向と同様に15歳以下の年少人口の割

合が減る中、65歳以上の老年人口の割合が増加しています。平成７（1995）年

に老年人口が年少人口を上回り、以降その差は拡大を続けています。また、15

歳以上65歳未満の生産年齢人口の割合も団塊の世代の高齢化に伴い、徐々に減

少しています。 

  昭和55（1980）年には 8,404人であった老年人口は、平成17（2005）年には

16,746人となり、約４人に１人が65歳以上となっています。本圏域は、全国・

兵庫県平均を上回る高齢化率となっており、今後もさらに少子高齢化が進行す

ることが予測されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 圏域の年齢３区分人口の推移 】 

【 西脇市の年齢３区分人口の推移 】 【 多可町の年齢３区分人口の推移 】 

資料：国勢調査 
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④ 昼間人口・流出入人口 

  中心市の要件を備える西脇市は、播州織の発展に伴い工場や商店などが集積

し、３つの高等学校が所在することから、常住人口よりも昼間人口が上回って

います。平成17（2005）年では、常住人口43,951人に対し、昼間人口は44,869

人と 918人の流入超過となっており、昼夜間人口比率は 1.021となっています。 

  一方、多可町は昼間人口が常住人口を下回っており、平成17年では、常住人

口24,304人に対し、昼間人口は21,569人と 2,735人の流出超過となっており、

昼夜間人口比率は 0.887となっています 

  通勤・通学圏の拡大により、圏域全体で流出・流入人口ともに年々増加して

いる中、西脇市への流入人口も年々増加していますが、西脇市における多可町

からの流入人口割合、多可町における西脇市への流出人口割合ともに年々低下

しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

区  分 昭和60年 平成７年 平成17年 

流入人口 ５,５９５人  ７,５４１人  ８,６３４人  

 多可町からの流入人口 ２,３８０人  ２,５９５人  ２,４７９人  

  
西脇市の流入人口に 
占める割合 

４２.５％  ３４.４％  ２８.７％  

  
多可町の流出人口に 
占める割合 

６６.７％  ５４.５％  ３９.８％  

 

【 西脇市への流入人口の推移 】 
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【 圏域市町の昼夜間人口比率 】 

資料：国勢調査 
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（３） 産業・経済 

① 産業別就業人口 

  圏域における居住地の産業別就業人口は、平成17（2005）年では33,613人と

なっています。織物など地場産業の従事者が多かったことから、本圏域では従

来第２次産業への就業者割合が高い傾向がみられましたが、産業構造等の変化

により全国的な傾向と同じく、第３次産業の就業者の割合が増加しています。 

  西脇市では、平成７（1995）年に第２次産業と第３次産業の就業者の割合が

逆転し、平成17（2005）年には第２次産業の就業者は４割を下回りました。ま

た、少子高齢化の進行に伴い、就業者人口も平成７年の24,138人をピークに減

少しています。 

  多可町では、西脇市と同様第２次産業の就業者の割合が高い傾向にありまし

たが、平成17年には第３次産業の就業者割合を下回りました。また、就業者人

口は昭和60（1985）年をピークに減少を続けています。 
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【 多可町の産業別就業人口 】 

※分類不能の産業 
を含むため、割 
合の合計は 100 

％とはならない。 
 

資料：国勢調査 
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② 総生産・所得 

  圏域の市町総生産額は、平成10（1998）年度が 2,288億 3,700万円と最も高

く、平成19（2007）年度には 2,184億 300万円となっています。しかし、就業

者人口が減少していることから、就業者１人当たりの総生産額は、両市町とも

に平成19年度が最も高くなっています。一方、人口１人当たりの市町民所得は、

両市町ともに平成10年度が最も高くなっています。就業者１人当たりの総生産

額、人口１人当たりの市町民所得ともに、兵庫県平均よりも低くなっています。 

  平成19年度の市町内総生産の構成比では、両市町ともに製造業の割合が約３

割と最も高くなっていますが、工業団地が立地する北播磨地域の他市よりもそ

の割合は低くなっています。 
 
 
 

区  分 平成10年度 平成13年度 平成16年度 平成19年度 

市町総生産 １６０,８７０ １６０,５５８ １５３,７１１ １５８,９０２ 

就業者１人当たりの 
総生産額 

７,０３３ ６,５０７ ６,２４２ ７,０５３ 

 
西 
 
脇 
 
市 人口１人当たりの 

市町民所得（分配） 
２,９５９ ２,６２３ ２,３７６ ２,５４４ 

市町総生産 ６７,９６７ ６５,１７２ ６１,８０８ ５９,５０１ 

就業者１人当たりの 
総生産額 

６,１８３ ５,９４９ ５,８５３ ６,５７３ 

多 
 
可 
 
町 

人口１人当たりの 
市町民所得（分配） 

２,８９６ ２,５２０ ２,３１７ ２,３４５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：兵庫県市町民経済計算 

【 圏域市町の総生産・市町民所得 】 

単位：市町総生産 … 百万円、１人当たりの総生産額・市町民所得 … 万円 

金融・
保険業
5.2%

卸売・

小売業
9.8%

建設業
2.9%

第1次産業
0.5%

公務
5.5%

電気・ガス
水道業
1.9%

製造業
28.4%

不動産業
16.8%

運輸・
通信業
5.2%

サービス業
23.7%

【 西脇市の総生産（名目）の構成比 】 

公務 4.3%

サービス業
17 .7%

運輸・
通信業
4.6%

不動産業
25.8%

卸売・
小売業
6.6%

金融・
保険業
2.6%

建設業・
鉱業  3.7%

第１次産業
1.8%

製造業
30.9%

電気・ガス
水道業
2.2%

【 多可町の総生産（名目）の構成比 】 
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225
239

217

166

224

276
292

201

292

199

100

150

200

250

300

350

Ｈ6 Ｈ9 Ｈ12 Ｈ15 Ｈ18

（千万円）

西脇市 多可町

2,283

1 ,902

1,709 1,657

2,162
2 ,340

2,526

2 ,793

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

Ｈ２ Ｈ７ Ｈ12 Ｈ17

（戸）

西脇市 多可町

③ 第１次産業 

  圏域における農業生産額・農家総数は、ともに減少傾向にあります。 

農業生産額は、平成６（1994）年度は両市町ともに 29億 2,000万円であっ

たものが、平成18（2006）年度には、西脇市が16億 6,000万円、多可町が19億 

 9,000万円となっており、特に西脇市での減少が目立っています。 

  農家総数は、平成２（1990）年と平成17（2005）年の比較では、西脇市が

27％、多可町が23％減少しています。両市町とも専業農家が極端に少なく、平

成17年では西脇市が94戸、多可町が97戸となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
④ 第２次産業 

 圏域における製造業の事業所数は減少傾向にあります。平成７（1995）年と

平成19（2007）年の比較では、西脇市が 315事業所から 186事業所と約４割減

少し、多可町が 254事業所から 117事業所と５割以上減少しています。規模別

では、大半が従業員30人以下の小規模な事業所となっています。 

 従業員数については、西脇市では増減を繰り返していましたが、平成19年に

大きく伸びています。一方、多可町では継続的に減少傾向にあります。 

 製造品出荷額等については、西脇市では平成16（2004）年まではほぼ横ばい

で推移していましたが、平成19年に大きく上昇しており、市内に立地する電子

部品関係企業の実績が大きく影響していると考えられます。一方、多可町では

減少傾向にありましたが、平成13（2001）年以降は徐々に上昇しています。 

 両市町では古くから織物産業が繁栄したことから、繊維工業・繊維製造品関

係の事業所数の割合が高くなっていますが、製造品出荷額に占める割合は低く

なっています。西脇市における平成19年の状況では、事業所数は全体のほぼ半

数を占めているのに対し、製造品出荷額に占める割合は、全体の12％にとど

まっています。

【 圏域市町の農業算出額 】 【 圏域市町の農家総数 】 

資料：兵庫農林水産統計年報 資料：農林業センサス 
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315 305
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186

144

199

255254

117

50

100

150

200

250

300

350

Ｈ7 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ16 Ｈ19

（所）

西脇市 多可町

4,397

4,977
5,1675,040

4,485

2,420
2,750

3,0433,166

2,326

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ｈ7 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ16 Ｈ19

（人）

西脇市 多可町

12,531
11,226

12,672

17,153

12,035

4,1774,1334,657
5,789

4,515

2,000

6,000

10,000

14,000

18,000

Ｈ7 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ16 Ｈ19

（千万円）

西脇市 多可町

14.3% 25.7% 14.3% 12.1% 11.7% 21.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

多可町

繊維工業・繊維製品 金属・非鉄 一般機械

電気機械 輸送用機械 その他

12.7% 56.6%

5.4%

4.1%

3.9%

17.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西脇市

繊維工業・繊維製品 電子部品関係 一般機械

電気機械 金属・非鉄 その他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 圏域市町の製造業事業所数 】 【 圏域市町の製造業従業者数 】 

【 圏域市町の製造品出荷額等 】 

資料：工業統計調査 

【 圏域市町の製造品出荷額等の産業分類別割合（Ｈ19） 】 
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805789
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305303317

344
274

0
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600
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1,000
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Ｈ6 Ｈ9 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ16 Ｈ19

（店）

西脇市 多可町

4 ,197
4,662

4,4514 ,421

4,998 4 ,738

1 ,227

1,4741 ,3731 ,4421 ,450 1,345

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ｈ6 Ｈ9 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ16 Ｈ19

（人）

西脇市 多可町

12,319
11,077

14,818

15,211

13,903

9,719

2,618
3,110 3,741 3,636 2,962

2,375

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Ｈ6 Ｈ9 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ16 Ｈ19

（千万円）

西脇市 多可町

⑤ 第３次産業 

 圏域における商店数は減少傾向にあります。平成６（1994）年と平成19

（2007）年の比較では、西脇市が 959店から 712店と約25％、多可町が 344店

から 237店と30％あまり減少しています。 

 従業者数については、商店数の推移と同様の傾向を示しており、商店数の増

加とともに増えた年次もありますが、全体的には両市町ともに減少傾向にあり

ます。 

 年間商品販売額については、平成９（1997）年をピークに減少傾向にあり、

特に西脇市での減少が顕著になっています。西脇市は近隣市町と比較しても年

間商品販売額が高く、従来北播磨地域における商業都市として機能してきまし

たが、平成19年の年間商品販売額は 1,000億円を割り込み、地域の商業拠点と

しての機能の低下が懸念されます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 圏域市町の商店数 】 【 圏域市町の商業従業者数 】 

【 圏域市町の年間商品販売額 】 

資料：商業統計表 
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8.4%14.7%

14.6%

14.8%

1.1%

1.2%

1.1%

5.7%

11.9%

68.4%

66.3%

70.0%

3.2%

5.6%

0.2%

2.9%

4 .1%

5.6%

0.0%

0.0%

0.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西脇市

多可町

圏域全体

田 畑 宅地 山林 牧場・原野 雑種地 その他

（４） 土地利用 

 圏域における土地利用（民有地）の状況は、約７割を山林が占めており、自然

的土地利用が多くなっています。山林に次いで、田畑が14.7％、宅地が 8.4％と

なっています。 

市町別では、おおむね同じような土地利用の構成となっていますが、宅地につ

いては、西脇市が多可町の 5.7％の倍以上の11.9％、牧場・原野については、西

脇の 0.2％に対し、多可町が 5.6％と構成比率が高くなっています。 

 総面積から林野・湖沼面積を差し引いた可住地面積の割合は、西脇市が29％、 

多可町が19％となっており、ともに平坦地が少ないことがわかります。また、都

市計画区域については、西脇市では合併前の旧西脇市域の大部分が県知事の指定

する東播都市計画区域に属しており、市域の59％が該当しています。一方、多可

町は、中区（旧中町）の全域が非線引きの都市計画区域となっており、町域の

26％が該当しています。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

【 圏域市町の土地利用状況（Ｈ20） 】 

資料：県市町振興課調 
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西脇市 多可町

（５） 社会基盤・市民生活 

① 医療 

  圏域における医療施設数は、病院４施設、一般診療所50施設、歯科診療所24

施設となっています。４箇所の病院が擁する病床数は、あわせて 600床となっ

ており、うち60床が療養病床となっています。平成21（2009）年には圏域の医

療拠点である西脇市立西脇病院が全面改築を終え、グランドオープンしました。 

また、西脇市内の民間病院と多可町の多可赤十字病院（平成22（2010）年10

月、中町赤十字病院を改称）では、定住自立圏における生活機能の確保に向け

た民間投資を助成する定住自立圏等民間投資交付金を活用し、医療設備の充実

を行いました。 

  圏域における従業地別の医師数は、新臨床研修医制度の導入等の影響により、

平成14（2002）年の 119名をピークに減少しており、平成20（2008）年には98

名となっています。西脇市立西脇病院の勤務医師数をみてみると、平成16

（2004）年は50人であったのが、平成20年には37人にまで減少しています。 

  西脇市立西脇病院では、入院患者数については平成14年をピークに減少傾向

にあります。また、外来患者数については、かかりつけ医制度の普及などによ

り、入院患者と同様年々減少しており、平成21（2009）年には、平成12

（2000）年の約55％の水準にまで減少しています。また、入院・外来患者とも

に西脇市民の占める割合が減少傾向にありますが、多可町民の割合はほぼ一定

で推移しています。 

 

 

 病院数 病床数 診療所数 歯科診療所数 

西 脇 市 ２  ４３０  ３７  １７  

多 可 町 ２  １７０  １３  ７  

合  計 ４  ６００  ５０  ２４  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

【 圏域市町の医療施設数（Ｈ20） 】 

【 圏域市町の医師数の推移 】 

資料：兵庫県統計書 
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15.4％
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27.8％
26.4％
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名  称 病床数 
診療 

科数 
診療科名 備 考 

西脇市立西脇病院 ３２０ １８ 

内科、精神科、消化器科、循環器

科、小児科、外科、整形外科、脳

神経外科、皮膚科、泌尿器科、産

婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、リ

ハビリテーション科、放射線科、麻

酔科、歯科、歯科口腔外科 

救急告示病院 

災害拠点病院 

へき地医療拠点病院 

臓器提供施設指定

病院 

臨床研修指定病院 

地域がん診療連携

拠点病院 

医療法人社団正峰会 
大山病院 １１０ ９ 

内科、循環器内科、外科、整形外

科、脳神経外科、泌尿器科、乳腺

科、リハビリテーション科、眼科 

救急告示病院 

臨床研修指定病院 

多可赤十字病院 １１０ ８ 

内科、外科、整形外科、産婦人

科、小児科、眼科、放射線科、リハ

ビリテーション科 

救急告示病院 

臨床研修指定病院 

社会福祉法人養徳会 
のぎく療育園 

６０ ４ 
内科、小児科、神経科、リハビリ

テーション科 
療養病床６０床 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 圏域市町の病院の概要（Ｈ21） 】 

239,298 
219,902 

183,517 

255,563 

141,258 

【 西脇市立西脇病院の患者数の推移 】 
≪入院≫ 

105,402 105,833 107,717 
97,362 95,774 

資料：西脇病院資料 

資料：ホームページより作成 

≪外来≫ 



  北はりま定住自立圏共生ビジョン                                    
 

 16 

② 福祉 

  圏域における福祉施設数は、児童福祉関係では保育所14箇所などあわせて16

施設、高齢者福祉関係では特別養護老人ホームが８箇所などあわせて51施設、

身体障害者福祉関係では６施設が整備されています。 
保育所については、入所者数が総定員数を下回っており、定員に余裕があ

りますが、高齢者の急激な増加を受け、特別養護老人ホームの定員数に対する

入所希望者数は大幅に超過しています。 
 
 

区  分 施設の種類 西脇市 多可町 合 計 

保育所 ８  ６  １４  
児童福祉 

児童館 －  ２  ２  

養護老人ホーム －  １  １  

特別養護老人ホーム ４  ４  ８  

軽費老人ホーム（ケアホーム） １  ２  ３  

認知症高齢者グループホーム ３  ４  ７  

通所介護事業所 10  ８  １８  

介護老人保健施設 １  １  ２  

在宅介護支援センター ５  ３  ８  

高齢者福祉 

老人福祉センター １  ３  ４  

障害福祉サービス事業所 １  －  １  

旧知的障害者更正施設 －  １  １  

旧知的障害者授産施設 －  １  １  

旧知的障害者通勤寮 －  １  １  

重症心身障害児施設 －  １  １  

身体障害者 
福祉 

知的障害児施設 －  １  １  
 
 

③ 道路 

  圏域を走る広域道路網としては、国道 175号や国道 427号などがあります。 

  道路の整備状況では、国道の舗装率は 100％となっており、県道や市町道の

舗装率も高くなっています。 

  主な道路の自動車交通量の平成11（1999）年から平成17（2005）年までの推

移では、国道 175号で31.2％、県道中安田市原線で20.1％の増加がみられます。

一方、両市町を結ぶ国道 427号では西脇市内の調査地点で大幅に交通量が減っ

ていますが、これはバイパス的機能を担う新たな道路（一般県道西脇口吉川神

戸線）の開通による影響と考えられます。 

 

 

【 圏域市町の福祉施設の状況（Ｈ22） 】 

資料：北播磨県民局ホームページを参考に作成 
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資料：道路交通センサス 

 

種  別 西脇市 多可町 合 計 

実延長 ２１.６１km ２８.５８km  ５０.１９km 
国 道 

舗装率 １００％ １００％ － 

実延長 ７４.１４km ６３.７４km １３７.８９km 
県 道 

舗装率 １００％ ９４.５％ － 

実延長 ３９２.１８km ５１１.２６km ９０３.４４km 
市町道 

舗装率 ９５.６％ ８３.３％ － 

 
 
 

路線名 調査地点 Ｈ11 Ｈ17 増減率 

国道 175号 西脇市野村町 23,128 30,342 31.2％ 

国道 427号 西脇市西田町 16,203 7,611 ▲53.0％ 

国道 427号 多可町中区曽我井 12,726 13,003 2.2％ 

主要地方道 
多可北条線 

多可町八千代区仕出原 6,409 6,704 4.6％ 

主要地方道 
西脇八千代市川線 

西脇市合山町 10,515 10,643 1.2％ 

一般県道 
西脇口吉川神戸線 

西脇市市原町 － 11,100 皆増 

一般県道山南多可線 多可町中区東安田 3,782 3,634 ▲3.9％ 

一般県道中安田市原線 西脇市羽安町 2,967 3,563 20.1％ 

 

 

④ 公共交通 

  圏域では鉄道としてＪＲ加古川線が西脇市内を走っており、市内に７駅があ

ります。しかし、運行本数は加古川～西脇市で平日19往復、西脇市～谷川で平

日９往復と少なく、市内の駅別の１日平均乗車人員は年々減少しており、平成

20（2008）年では西脇市駅が 631人、その他の市内６駅の合計は96人となって

います。 

  また、路線バスの乗車人員（神姫バス西脇営業所所管路線）も減少傾向にあ

り、平成20年では年間乗車人員が 2,032千人、１日平均の乗車人員が 5,567人

となっています。圏域市町を走るバス路線は、西脇市を拠点に発着しており、

多可町を結ぶルートのほか、中国自動車道を経由した大阪方面へのハイウェイ

バスや神戸方面への急行バスも運行されています。 

  また、両市町ともに、自治体が運行するコミュニティバスが走っており、西

脇市では２路線を運行しているほか、実証運行中の路線もあります。一方、多

可町では町内での運行のほか、西脇市への乗り入れ路線も開設しており、あわ

せて５系統の路線を運行しています。

【 圏域市町の道路の状況（Ｈ19） 】 

【 圏域市町の主な道路交通量の状況（平日24時間通行車両台数） 】 

資料：兵庫県統計書 
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運 行 路 線 平日運行本数 

大阪方面（西脇 ～ 大阪駅・新大阪駅・ＵＳＪ） １５ 往復 

神戸方面（西脇 ～ 三ノ宮駅・神戸空港） ２２ 往復 

三草・社方面（西脇 ～ 社） ４ 往復 

中・加美方面（西脇市駅 ～ 鍛冶屋・鳥羽上・山寄上） １２ 往復 

八千代方面（西脇 ～ 大屋） ５ 往復 

加西方面（大和 ～ アスティアかさい） ４ 往復 

西脇線（西脇市駅 ～ 西脇病院） ３ 往復 西脇市 
コミュニティバス 高田井線（西脇市駅 ～ 西脇病院） ４ 往復 

西脇市駅 ～ 牧野北・日赤病院・山口 ７ 往復 

岩座神 ～ 多可町役場・多可町図書館 ４.５ 往復 

八千代地域局 ～ 那珂ふれあい館 ４ 往復 

長野 ～ 日赤病院 ４ 往復 

多可町 
コミュニティバス 

なごみの里山都 ～ 那珂ふれあい館 ４ 往復 

 

 

⑤ 教育 

  圏域の高等学校は、いずれも県立で、西脇市に３校、多可町に１校、あわせ

て４校設置されています。通学者の状況をみてみると、いずれの学校も圏域市

町からの通学者が高い割合を占めていますが、実務系の特色ある学科を持つ西

脇工業高等学校のみ通学範囲が県内全域となっていることから、圏域外から通

学する生徒の割合が高くなっています。 
  また、小・中学校、幼稚園ついては、いずれも市・町立となっています。 
 

【 ＪＲ加古川線の駅別１日乗車人員 】 【 神姫バス㈱西脇営業所担当路線乗車人員 】 

【 圏域市町のバス運行路線・本数（Ｈ22） 】 

資料：西脇市統計書 

資料：神姫バス㈱時刻表等により作成 
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市町名 高等学校 中学校 小学校 幼稚園 

西 脇 市 ３  ４  ８  ８  

多 可 町 １  ３  ７  ４  

合  計 ４  ７  １５  １２  

 

 

 

学校名 西脇市 多可町 その他 合 計 

西脇高等学校 ４１０  ２７６  ２６１  ９４７  

西脇工業高等学校 ３３０  ６３  ２９３  ６８６  

西脇北高等学校 ５１  ２０  ６４  １３５  

多可高等学校 １７７  ２１６  ７  ４００  

 

 

⑥ 主な公共施設 

  圏域には、文化・スポーツ関連の施設をはじめ、さまざまな公共施設が整備

されています。 
 
 

施設区分 西脇市 多可町 主な施設等 

都市公園 ２１ １５ 北播磨余暇村公園 

児童館 － ２ 中児童館、みなみ児童館 

隣保館 ４ １  

公会堂・市民会館 ４ ５ アピカホール、ベルディホール 

公民館 １ ４  

図書館 １ １  

体育館 ４ ５  

陸上競技場 － １  

野球場 ３ １ 黒田庄ふれあいスタジアム 

プール １ ３  

保健センター １ １  

青年の家・自然の家 １ １  

集会施設 １３９ １４５  

 

【 圏域市町の高等学校・中学校・小学校・幼稚園の設置状況（Ｈ21） 】 

【 圏域市町の高等学校の通学者区分（H21） 】 

資料：兵庫県統計書 

資料：各校提供資料 

【 圏域市町の主な公共施設の状況（Ｈ22） 】 

資料：公共施設状況調査を参考に作成 
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≪ その他の特色ある公共施設 ≫ 

西 脇 市 多 可 町 

○郷土資料館 

○にしわき経緯度地球科学館 

○緑風台古窯陶芸館 

○東はりま日時計の丘公園 

○東はりまフォルクスガーデン黒田庄 

○北はりま田園空間博物館総合案内所 

○中畑林間ファミリー園 

○住吉農村公園「すみよし桃源郷」 

○旧来住家住宅 

○市原鉄道記念館 

 

 

 

 

 

 

 

 

○なか・やちよの森公園 

○ビジターセンター那珂ふれあい館 

○和紙博物館「寿岳文庫」 

○道の駅「Ｒ４２７かみ」 

○ふるさと工房夢蔵 

○ラベンダーパーク多可 

○ハーモニーパーク 

○ふれっしゅあぐり館 

○エーデルささゆり 

○なごみの里山都 

○エアレーベン八千代 

○マイスター工房八千代 

○クラインガルテン岩座神 

○フロイデン八千代 

○ブライベンオオヤ 

○ブルーメンやまと 

○ネイチャーパークかさがた 

○鍛冶屋線記念館 

 

 

⑦ 住民活動 

 圏域における住民自らの主体的な活動組織として、社会福祉協議会への登録ボ

ランティアが西脇市では46団体、多可町では59団体あります。また、多様な社会

貢献活動を行うＮＰＯ法人の設立数は、西脇市では８法人、多可町では10法人
あります。 
 
 

区   分 西脇市 多可町 合計 

社会福祉協議会登録ボランティア数 ４６ ５９ １０５ 

ＮＰＯ法人設立数 ８ １０ １８ 

 
 
 
 

資料：市町ホームページ等を参考に作成 

【 圏域市町の市民活動グループの状況（Ｈ22） 】 

資料：県ホームページ等を参考に作成 
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１ 圏域の課題と対応方策 

 

（１） 生活機能の強化に係る政策分野 

① 医療・福祉 

   圏域において住民が生涯安心した生活を送るためには、住民の健康を支える

基盤となる地域医療の確保が不可欠となります。両市町の住民に重要な政策を

問うアンケートにおいても、医療の充実・確保が重要視されており、高齢化の

進行に伴い、医療需要が高まる中、最優先で取り組むべき課題となっています。 
   しかし、地方を取り巻く医師不足・偏在など医療環境の厳しさは、本圏域に

おいても例外ではなく、圏域医療の拠点となる西脇市立西脇病院や多可赤十字

病院では勤務医師が減っており、その確保が大きな課題となっています。また、

圏域住民が安心して必要な医療サービスが受けることができるよう、医療機能

の充実・強化を図るとともに、病病連携や病診連携を推進し、圏域内で医療が

完結できる体制を整備していくことが求められています。 
   さらに、本圏域では西脇市を中心に、住民自身による地域医療を守り、育て

ていこうとする活動が盛んなことから、限られた医療資源を効果的に活用して

いくためには、こうした活動の持続・拡充につながる支援も重要となります。 
   一方、福祉分野においては、介護認定審査や障害認定審査に係る事務を引き

続き共同処理することにより、公平性と効率性を確保していくことが必要です。 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

第３ 圏域の将来像  

○ 医療拠点である西脇市立西脇病院の機能強化 

○ 圏域内での医療施設の機能分担・連携強化 

○ 地域医療を守る住民活動の推進 

○ 介護・障害認定審査業務の共同運営 

 

主な対応方策 
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② 教育・文化 

   自由時間の増大や健康に対する関心の向上などにより、文化・スポーツ活動

に対する住民ニーズは高まっています。本圏域では、文化・スポーツ活動の舞

台となる各種施設の整備が比較的に進んでおり、多くの団体・グループや個人

が活発に活動しています。しかし、自治体財政が厳しさを増す中、今後は圏域

全体の広域的な視点から既存施設の有効活用を図るとともに、効率的・効果的

な運用と整備を推進していくことが求められます。 
また、ハード面だけでなく、両市町において文化・スポーツ関連イベントの

共同実施を行うなどソフト面において一層充実した内容に努め、圏域全体の文

化・スポーツ活動の振興と交流の促進を図り、心豊かな暮らしに寄与する環境

整備を進めていくことが必要です。 
 

 

 

 

③ 産業振興 

   自立した豊かな暮らしを支える地域産業の振興を図り、圏域の経済基盤を強

化することは、持続可能な地域社会を構築していく上で、非常に重要な課題で

す。自立した地域経済の構築と雇用の創生に向け、経済のグローバル化が進展

する中、世界経済の動向に左右されない産業の創出を図るとともに、圏域内で

経済循環が促進する仕組みをつくっていかなければなりません。このため、地

域の特性や資源を十分にとらえた産業振興の取組を積極的に推進していくこと

が必要です。 
   農林業においては、圏域の第１次産業の従事者人口と生産の減少が続く中、

圏域内外において生産と消費が効果的に結びつく仕組みを構築し、安定した生

産体制の確立と生産規模の拡大を図っていくことが課題となっています。また、

利益を生み出す農業に向け、地域特性を生かした農産物のブランド化や特産品

の開発・普及に生産関係者とともに取り組むことが求められています。さらに、

有害鳥獣による農作物の被害が拡大していることから、被害防止対策を圏域で

一体的に進め、捕獲した有害鳥獣の有効活用についても検討していくことが必

要です。 
   工業においては、構造的不況により低迷が続いている圏域の地場産業である

播州織が持つ強みを伸ばし、需要の拡大につながる取組を積極的に支援し、播

州織の振興を一層進めていくことが課題となっています。 
 
 
 

 

○ 広域的視点に立った文化・スポーツ施設の利活用 

○ 文化・スポーツイベントの共同開催 

○ 文化財収蔵展示施設の広域連携 

 

主な対応方策 

○ 地元農産物の生産と消費の拡大・ブランド化の推進 

○ 播州織の産地強化対策 

○ 有害鳥獣の被害防止対策・有効活用 

 

主な対応方策 
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④ その他 

   圏域では、行政事務の効率化と円滑な運営に向けて、消防・救急業務、ごみ

処理業務、斎場業務などについては一部事務組合を設置し、事務の共同処理を

行ってきました。こうした事務については、今後も引き続き効率性を確保しな

がら運営していくことが必要です。 

   また、近年全国各地で局地的な集中豪雨が頻発しており、大雨による浸水被

害の発生が懸念されています。本圏域においても、平成16（2004）年の台風23

号に伴う大雨による浸水をはじめ、これまでにも加古川水系の氾濫による多大

な浸水被害を受けてきました。 

こうした中、杉原川や野間川など加古川水系の水源である多可町と、その下

流域に位置する西脇市が連携し、大雨などによる災害警戒時により適切な対応

ができる体制の整備を進めていくとともに、災害発生時には被害軽減を図るこ

とができる体制を確立し、圏域全体で防災力の向上と減災に取り組んでいくこ

とが求められています。 

 

 
 
 
 
 
 
 

○ 行政事務の共同処理の推進 

○ 防災体制の強化による地域防災力の向上 

 
主な対応方策 
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（２） 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

① 公共交通 

   通勤・通学、買物や通院など住民の日常生活の行動範囲は、行政区域を越え

て広域的に広がっています。こうした中、自由にマイカーの利用ができない高

齢者や学生などの交通弱者をはじめすべての住民が、病院や高等学校、鉄道駅

など生活の拠点となる施設へ円滑に移動できる手段を確保することが重要です。 
今後、さらなる高齢者人口の増加が予測されており、圏域全体で生活機能を

充実・確保していくという観点から、圏域の中核となる公共施設など移動需要

の高い場所への交通ネットワークを形成していくことが課題となります。 
本圏域では、公共交通の中心はバス交通となっており、民間バス路線のほか、

両市町によるコミュニティバスが運行されています。今後は両市町とバス会社

等の関係者が連携し、バス交通ネットワークの維持・強化を図るとともに、圏

域住民にとって利便性の高い運行形態を構築していくことが求められます。 
 
 

 

② 道路等の整備 

   道路は、住民生活や経済活動など地域内外の交流を支える社会基盤として非

常に重要な役割を担っており、道路網の整備は、圏域の発展の重要な要素とな

ります。 
   本圏域の南側には、京阪神都市部と直結する中国自動車道が走っており、そ

れに接続する国道 175号や国道 427号が圏域の幹線道路としての機能を有して

います。圏域内外の住民のにぎわいや交流を創出するとともに、通勤や通院な

ど圏域住民の生活機能を支える基盤となるこうした幹線道路とそれを補完する

地域間道路の整備を促進していくことが、圏域の発展と安全・快適で利便性の

高い住民生活を確保していく上で必要です。 

 

 

 

③ 地産地消 

   地域で生産された農畜産物などを地域で消費する地産地消を推進するために

は、生活機能の強化の分野における農林業の振興という観点からも取組を進め

ていきますが、食の安全を確保し、地域の生産と消費をつなぐ多様な仕組みを

構築していかなければなりません。そのひとつとして、学校給食の食材に地元

農畜産物の積極的な導入を進めていくことが有効な手段となります。 
 
 

○ バス交通ネットワークの維持・強化 

○ コミュニティバスの利便性の向上・運行調整 

 
主な対応方策 

 
○ 幹線道路・地域間道路の整備促進 

 
主な対応方策 

○ 学校給食における地元食材の導入の推進 

○ 地元農産物の生産と消費の拡大【再掲】 

 
主な対応方策 
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④ 地域内外の住民交流 

   わが国全体の人口減少が避けられない中、圏域の活性化に向けては、人口流

出を食い止めるための定住基盤の整備を進めていくとともに、地域に潜在して

いるさまざまな資源を活用した魅力ある地域づくりを進め、圏域外から本圏域

を訪問・滞在する交流人口の拡大を図っていくことが必要です。 
   本圏域は、京阪神都市圏から１～２時間圏内に位置しており、豊かな自然を

有する地域であることから、これまでにも「北はりまハイランド構想」を策定

し、都市部との交流をテーマにした地域の活性化を目指した事業を展開してき

ました。今後もこうした理念を継承し、より高い経済的効果が期待できるよう

な事業内容に発展させていくことが、定住の促進と地域経済の活性化を図る上

での重要な課題となります。 
 
 
 
 

⑤ その他 
   地球規模での環境問題が深刻化する中、利便性の高い暮らしと調和した環境

への負荷が少ない持続可能な社会を構築していくことは、圏域のみにとどまら

ず、世界共通の課題となっています。しかし一方で、地球環境への負荷が少な

い社会を構築していくためには、地域での堅実で地道な取組が大切であること

から、地球温暖化防止につながる具体的な実践活動を圏域全体で進めていくこ

とが求められています。 
   また、社会経済環境の変化に伴い、住民の日常生活を取り巻く環境が大きく

変化していることから、行政への住民相談の事案数は増加しており、相談内容

も複雑化・深刻化しています。こうした中、圏域住民の安全で安心な暮らしを

支えていくため、行政区域を越えた相談体制を構築し、圏域住民にとって満足

度と利便性が高い相談サービスの提供が課題となっています。 
 
 
 
 
 
 

○ 圏域内外との交流の促進・にぎわいの創出 

○ 観光資源の整備・有効活用 

 
主な対応方策 

○ 地球環境の負荷軽減につながる取組の推進 

○ 住民相談窓口の相互利用 

 
主な対応方策 



  北はりま定住自立圏共生ビジョン                                    
 

 26 

（３） 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

① 人材の育成・確保 

   さまざまな地域課題を克服し、圏域全体の活性化を進めていくためには、圏

域全体をけん引していく政策の立案を行い、事業を推進していくことができる

自治体職員の育成や民間人材を確保することが求められます。 
そのため、両市町合同での職員研修の実施や外部人材の積極的な活用を検討

するなど圏域の未来を担う人材の能力の開発や向上を図り、圏域のマネジメン

ト能力を高めていくことが必要です。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

○ 圏域全体の政策を担う人材の育成・確保 

○ 外部人材の活用・人事交流の検討 

 
主な対応方策 
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２ 圏域の将来像 
 

（１） 将来像 

  西脇市と多可町で形成する「北はりま定住自立圏」は、京阪神都市圏から時

間的距離にして１～２時間と比較的近く、水と緑をはじめとした豊かな自然、

伝統を誇る地場産業や特産品、悠久の歴史の中で培われてきた文化など魅力に

富む多様な地域資源を有しています。 

これまで本圏域は、進取の気概を持った先人たちの英知とたゆみない努力に

よって築かれてきましたが、わが国の全体人口が急速に減少し、「過疎なき過

疎」の時代の到来という社会構造の大きな転換期に差しかかる中、持続可能な

定住自立圏を形成していくためには、安心・安定した暮らしを支える生活基盤

の強化と生活機能の充実を図っていくことが何よりも重要です。 

また、経済面や生活面での都市と地方との格差が広がる中、人口が集積する

大都市圏からの人の流れを創出し、定住人口の確保だけでなく、交流人口の拡

充を図っていくことが圏域の発展に向けては不可欠となります。そのためには、

圏域が有する多様な地域資源や特性を存分に生かし、圏域に潜在している発展

の可能性を着実に実現していくことが必要です。 

本圏域において、持続的な発展に向けた具体的な取組を進めていく上での目

標となる将来像について、次のように定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 北はりま定住自立圏の将来像 
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（２） 定住自立圏形成の基本理念と基本方針 

① 基本理念 

  社会成長の原動力である人口の減少が進み、高齢者が増加し、生産年齢人口

が減少していく中、特にその影響が顕著である地方においては、これまでとは

異なる生活モデルを構築していくことが必要になります。社会成長の過程にお

いて効果的に機能してきた従来の社会システムの再構築が不可避であり、基礎

自治体においても、自治体単位ですべての生活機能を備えるフルセット型の行

政運営システムの転換が求められています。 

  こうした中、構成市町村が協定により役割分担を行う定住自立圏構想を踏ま

え、西脇市と多可町では「地域規模にふさわしい安心・快適な生活基盤の確

立」を基本理念に、自治体の枠組みにとらわれることなく、それぞれが持つ都

市機能や生活機能を十分に生かしながら、集約と連携による効果を最大限に発

揮し、活力と魅力ある生活圏の創造に取り組んでいきます。 

 

② 基本方針 

  基本理念を踏まえ、定住自立圏構想を推進し、本圏域の将来像を実現してい

くため、次のとおり５つの基本方針を定めます。 

 ○ 両市町が持つ多様な地域資源を有効活用し、「支え合い、補い合い」を根

幹に連携や補完、役割や機能分担により、圏域全体の生活機能の向上を図

ります。 

 ○ 圏域のスケールメリットを生かし、住民生活の利便性の向上につながる政

策展開により、効果的・効率的な地域経営を図ります。 

 ○ 圏域の特性や地域資源を生かした新たな価値の創造に積極的に努め、圏域

全体の活性化を図ります。 

 ○ 高度な生活機能の充足や大規模な地域資源の活用に当たっては、大都市圏

などとの連携も視野に入れることとし、圏域の規模や実情にふさわしい

「背伸びをしない」生活機能の充足を図ります。 

 ○ 従来の自治体の枠組みにとらわれない地域政策の積極的な展開に向け、そ

の受け皿となる圏域形成を図ります。 
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１ 具体的な取組内容の全体像 

 

 第３で示した「圏域の将来像」の実現を図っていくため、平成22（2010）年10月に

西脇市と多可町との間で締結した「北はりま定住自立圏形成協定」に基づき、推進し

ていく具体的な取組内容について掲載しています。 

なお、取組内容における計画事業費については、毎年度の予算により定めるものと

します。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

第４ 具体的な取組内容  

≪ 取組内容の体系図 ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生
活
機
能
の
強
化 

医療体制の確保 

医療連携の強化 

地域医療を守る 
体制の確立 

認定審査会業務 
の連携 

文化・スポーツ 
活動の連携 

文化財の保護 
及び利活用 

農業の振興 

播州織の振興 

鳥獣被害防止 
対策の推進 

1.医療機能強化事業 

2.医療従事者確保対策事業 

3.地域医療施設整備事業 

4.休日急患センター運営事業 

5.圏域医療連携体制推進事業 

6.病診連携推進事業 

7.病病連携推進事業 

8.へき地医療拠点病院事業 

9.地域医療普及啓発事業 

10.医療体制推進事業 

11.地域医療を守る住民活動の支援 

12.介護認定審査会事業 

13.障害認定審査会事業 

14.文化・スポーツ施設相互利活用推進事業 

15.文化・スポーツイベント交流事業 

16.文化財企画展開催事業 

17.文化財保存活用研究事業 

18.地域ブランド普及開発推進事業 

19.担い手育成対策事業 

20.農産物直売所運営事業 

22.有害鳥獣被害防止対策事業 

23.食肉加工処理施設整備運営事業 

24.有害鳥獣有効活用事業 

21.北播磨地場産業開発機構支援事業 

医 
療 

福 

祉 

産
業
振
興 

教
育
・文
化 
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消防・救急業務の
連携及び広域再編 

地域防災力の向上 

火葬及び葬儀 
業務の連携 

ごみ処理業務の 
連携 

そ
の
他 

25.広域消防本部整備運営事業 

圏
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
の
強
化 

結
び
つ
き
や
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化 

26.消防・防災危機管理体制の整備検討 

27.水位監視対策事業 

28.ごみ処理事業 

29.広域斎場増設整備事業 

30.広域斎場管理運営事業 

地域公共交通 
ネットワークの 
維持及び強化 

幹線道路の整備 

学校給食の 
地産地消の推進 

環境・エネルギー 
対策の推進 

地域資源の活用に 
よる交流の促進 

住民相談窓口の 
相互利用 
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路
等
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交
通
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フ
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の
整
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そ
の
他 

31.圏域内運行バス調査研究事業 

32.コミュニティバス運行事業 

33.地方バス等公共交通維持確保対策
事業 

34.国道 427号整備促進事業 

35.一般県道中安田市原線バイパス整備 
促進事業 

地
域 

公
共
交
通 
地
域
の
生
産
者
や

消
費
者
等
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連
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に
よ
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産
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36.学校給食地産地消推進事業 

37.北はりま田園空間博物館事業 

39.圏域観光交流連携推進事業 

38.北はりまハイランド推進事業 

40.アンテナショップ運営事業 

41.空き家等情報バンク制度の構築・推進 

42.市民農園運営事業 

44.再生可能エネルギー導入推進事業 

人
材
の
育
成

及
び
確
保 

47.職員人材育成・確保事業 

43.木質バイオマスエネルギー利用 
促進事業 

45.消費生活・多重債務相談窓口の 
相互利用の推進 

46.住民相談窓口の相互利用・共同 
設置の検討 
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２ 生活機能の強化 
 

（１） 医療 

① 医療体制の確保 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

質の高い、安定した医療サービスを提供するため、圏域の

医療拠点である西脇市立西脇病院（以下「西脇病院」とい

う。）における高度医療機能の強化を図るとともに、圏域

医療を支える医療施設の整備、充実に取り組む。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 西脇病院の医療機能の充実、強化に取り組む。 

２ 関係機関と連携して、西脇病院における医師の招へ

い、職場環境の整備等による医療従事者の確保、養成に

取り組む。 

３ 乙及び西脇市多可郡医師会と協力して、西脇病院内に

開設されている西脇多可休日急患センターを運営する。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 多可町立診療所の機能維持に取り組むとともに、中町

赤十字病院
※ 

 の機能強化及び乙の区域内における一次医

療機関の開設への協力、支援を行う。 

２ 甲及び西脇市多可郡医師会と協力して、西脇病院内に

開設されている西脇多可休日急患センターを運営する。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 医療機能強化事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

北播磨圏域の地域医療再生計画に基づき、西脇市立西脇

病院における脳血管疾患の救命救急機能を強化するた

め、脳卒中センターを設置するとともに、周産期医療の

機能強化を図るため、機器整備を行う。 

事業効果 

脳血管疾患や周産期医療に対応できる総合的・安定的な

救急医療体制を構築し、適切な医療を提供することがで

きる。 

西脇市 地域医療再生計画に基づく事業の実施 
役割分担 

多可町 救急医療体制の構築に向けた協力 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
22,100 165,720 354,080   

活用を想定する

補助制度等 
地域医療再生基金 

※ 

  協定書議決後の平成22年10月に多可赤十字病院に改称 
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事 業 名 医療従事者確保対策事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域の拠点病院である西脇市立西脇病院の医療従事者を

確保するため、医療補助者の配置、院内保育所の整備、

顧問弁護士制度の採用、奨学金制度の導入など勤務環境

の整備を行う。また、拠点病院の機能を補完する多可赤

十字病院の医師の処遇を改善し、新たに赴任する医師に

対する支援を行うために助成金を交付する。 

事業効果 

医療従事者の充実と業務負担の軽減を図ることで、安

全・安心な医療サービスが提供でき、病院運営の安定に

つながる。 

西脇市 
市立西脇病院における医療従事者の勤務環境

の整備・向上 役割分担 

多可町 多可赤十字病院の医師確保に向けた助成 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
55,600 40,600 40,600 40,600 40,600 

活用を想定する

補助制度等 
 

 

事 業 名 地域医療施設整備事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域の医療を支え、身近な医療の提供体制を確保するた

め、多可町内で新たに診療所を開設する開業医に対し、

診療所の開設に必要な費用を一部助成する。 

事業効果 

圏域の拠点病院から距離的・時間的に離れている多可町

内において、身近な医療が提供できる安全・安心な受診

環境を確保することができる。 

西脇市 病診連携の構築に向けた協力 
役割分担 

多可町 診療所の開設費用の一部助成 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
－ － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 休日急患センター運営事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域の拠点病院である西脇市立西脇病院の施設内におい

て、休日急患診療事業を運営主体である西脇多可行政事

務組合が西脇市多可郡医療協会を指定管理者に指定し、

事業実施する。 

事業効果 
医療機能の分担により、休日の急患患者に対し、切れ目

のない適切な医療を提供することができる。 

西脇市 
西脇多可行政事務組合への負担金の支出、市

立西脇病院における診療スペースの提供等 役割分担 

多可町 西脇多可行政事務組合への負担金の支出 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
6,317 6,317 6,317 6,317 6,317 

活用を想定する

補助制度等 
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② 医療連携の強化 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

増大、多様化する医療ニーズに対応するとともに、圏域内

で切れ目のない医療を効果的に提供するため、圏域内にあ

る医療施設における機能の分担、連携の強化を図る。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 乙と協力して、西脇市多可郡医師会など医療機関関係

者等との医療連携が強化、促進されるシステムを構築す

る。 

２ 地域連携クリティカルパスを中心として、西脇病院と

中町赤十字病院
※ 

 の機能の分担、連携診療を推進する。 

３ へき地医療拠点病院として西脇病院から乙の運営する

多可町立診療所に代診医の派遣等必要な診療支援を行

う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 甲と協力して、西脇市多可郡医師会など医療機関関係

者等との医療連携が強化、促進されるシステムを構築す

る。 

２ 甲が行う多可町立診療所への診療支援、中町赤十字病

院
※ 

 との連携診療等の推進に関する取組に協力する。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 圏域医療連携体制推進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域における効果的な医療連携を推進するため、西脇市

多可郡医師会、西脇市立西脇病院、多可赤十字病院など

医療関係機関による定住自立圏域医療連携会議（仮称）

を設置し、情報交換や連携強化に必要な協議を行う。 

事業効果 

幅広い医療連携を図ることができ、関係機関の相互協力

による医療サービスの向上と圏域医療の安定につなが

る。 

西脇市 関係機関と調整し、連携会議を設置、運営 
役割分担 

多可町 連携会議の設置・運営の協力 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
（設置） － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
 

 

※ 

  協定書議決後の平成22年10月に多可赤十字病院に改称 
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事 業 名 病診連携推進事業 

関係市町 西脇市・多可町ほか 

事業概要 

西脇市立西脇病院が圏域の医療機関に施設などの病院機

能を開放し、入院患者への共同指導や医療機器の共同利

用を推進するとともに、医療に関する研修を実施する。 

事業効果 

患者の相互紹介等により、西脇病院とかかりつけ医との

役割分担や医療連携が一層推進され、効果的で切れ目の

ない医療サービスを提供することができ、圏域の医療提

供体制の強化につながる。 

西脇市 
地域医療支援病院の承認・推進に向けた取

組、病院機能の共同利用の推進 役割分担 

多可町 病診連携の推進・強化に向けた支援 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
－ － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
 

  

事 業 名 病病連携推進事業 

関係市町 西脇市・多可町ほか 

事業概要 

医療資源を効果的に活用し、圏域医療を持続的に確保す

るため、西脇市立西脇病院と多可赤十字病院を中心に、

地域連携クリティカルパスの活用による患者紹介など病

院間の機能分担を図るとともに、医師の相互派遣等によ

る病院間の連携を強化する。 

事業効果 

より専門的で効率的な医療提供が可能になるとともに、

病院に不足する診療機能の相互補完を図ることができ、

圏域の医療提供体制の強化につながる。 

西脇市 
地域連携クリティカルパス等による患者紹

介、多可赤十字病院への医師派遣等の支援 役割分担 

多可町 多可赤十字病院の機能強化に向けた支援 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
－ － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 へき地医療拠点病院事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

へき地医療拠点病院に指定されている西脇市立西脇病院

から、へき地診療所である多可町立診療所（３箇所）へ

代診医の派遣など必要な診療支援を行う。 

事業効果 

多可町立診療所が休診することなく、患者の診療が可能

となることで、安全・安心な受診環境の確保と圏域医療

の安定につながる。 

西脇市 多可町立診療所への代診医の派遣等の支援 
役割分担 

多可町 代診医派遣等に要する費用負担 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
555 555 555 555 555 

活用を想定する

補助制度等 
へき地医療拠点病院運営費補助金 
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③ 地域医療を守る体制の確立 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

限られた医療資源を活用し、圏域において持続性を持った

医療の提供を確保するため、圏域ぐるみで地域医療を守

り、支える体制を確立する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 乙と協力して、圏域住民に対し、地域医療に関する普

及、啓発活動を行う。 

２ 住民等が主体となった地域医療を守り、支える活動を

支援するとともに、圏域全体での活動の拡充、連携に向

けた取組を推進する。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 甲と協力して、圏域住民に対し、地域医療に関する普

及、啓発活動を行うとともに、住民等が主体となった地

域医療を守り、支える活動の支援を行う。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 地域医療普及啓発事業（病院フェスタ等の開催） 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

地域医療の重要性や地域医療を支える病院の現状等の理

解促進を図るため、西脇市立西脇病院において病院フェ

スタや見学会を実施する。また、多可赤十字病院が実施

する病院フェスタの事業支援を行う。 

事業効果 

病院の現状等を知ることで、圏域全体で地域医療を守

り、支える意識が普及し、圏域住民の適正な受診行動を

促進することができる。 

西脇市 
西脇病院フェスタ・見学会の開催、多可赤十

字病院フェスタの住民周知 
役割分担 

多可町 
多可赤十字病院フェスタの開催支援、西脇病

院フェスタ等の住民周知 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
500 500 500 500 500 

活用を想定する

補助制度等 
地域医療再生基金 
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事 業 名 地域医療体制推進事業（住民フォーラム等の開催） 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

地域の関係者が一体となって、地域医療を守り、支える

気運を醸成するため、西脇市多可郡医師会などによる地

域医療住民フォーラムや地域に根ざした医療講演会の開

催支援を行う。 

事業効果 

圏域を取り巻く医療の実状を知ることで、圏域全体で地

域医療を守り、支える意識の普及を図り、圏域住民の適

正な受診行動を促進することができる。 

西脇市 住民フォーラム等の開催支援、住民周知 
役割分担 

多可町 住民フォーラム等の開催支援、住民周知 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
100 100 100 － － 

活用を想定する

補助制度等 
地域医療再生基金 

 

事 業 名 地域医療を守る住民活動の支援 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

子育て世代の母親などが主体となった西脇小児医療を守

る会が行う医療機関への適正受診に向けた啓発や勉強会

の開催、西脇市商業連合会による西脇市立西脇病院研修

医への支援など地域医療を守り、支える住民意識の醸成

に資する活動の支援を行う。 

事業効果 

地域医療を守り、支える意識が普及し、圏域住民の適正

な受診行動を促進することができ、医療従事者の業務に

対する理解促進や負担軽減につながる。 

西脇市 西脇小児医療を守る会等の住民活動の支援 

役割分担 
多可町 

西脇小児医療を守る会の活動を参考にした地

域医療に関する住民協働体制の構築 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
300 300 300 200 200 

活用を想定する

補助制度等 
地域医療再生基金 
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（２） 福祉 

① 認定審査会業務の連携 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

介護保険法に規定する介護認定審査及び障害者自立支援法

に規定する障害認定審査の公平性及び効率性を確保するた

め、認定審査業務を共同で実施する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 介護認定審査会及び障害認定審査会（以下「審査会」

という。）を乙と共同で設置し、乙と協議した負担割合

に従い、運営に必要な経費を負担する。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 審査会を甲と共同で設置し、甲と協議した負担割合に

従い、運営に必要な経費を負担する。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 介護認定審査会事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

介護が必要な高齢者等が必要な介護サービスを受けるこ

とができるよう要介護等の認定を行う認定審査会業務を

西脇多可行政事務組合で行う。 

事業効果 
認定審査会業務の運営の効率化と審査判定結果の迅速化

を図り、公正・適正な事務の確保をすることができる。 

西脇市 
介護認定情報の提供、西脇多可行政事務組合

への負担金の支出 
役割分担 

多可町 
介護認定情報の提供、西脇多可行政事務組合

への負担金の支出 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
37,187 37,187 37,187 37,187 37,187 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 障害認定審査会事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

障害者が障害特性に応じて必要な障害福祉サービスを受

けることができるとともに、自立した生活ができるよう

障害程度区分の認定を行う認定審査会業務を西脇多可行

政事務組合で行う。 

事業効果 
認定審査会業務の運営の効率化と審査判定結果の迅速化

を図り、公正・適正な事務の確保をすることができる。 

西脇市 
障害認定情報の提供、西脇多可行政事務組合

への負担金の支出 
役割分担 

多可町 
障害認定情報の提供、西脇多可行政事務組合

への負担金の支出 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
4,128 4,128 4,128 4,128 4,128 

活用を想定する

補助制度等 
 

 



                                       第４  具体的な取組内容   
 

 41 

（３） 教育・文化 

① 文化・スポーツ活動の振興 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

圏域における文化・スポーツの振興及び拡大を図るため、

公共施設の相互利活用を推進し、圏域住民の利便性を向上

するとともに、文化・スポーツ活動の交流を促進する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 甲が設置する公共施設の圏域での広域的利活用を推進

するとともに、文化・スポーツ関連イベントの共同実施

等乙との事業連携に向けて、総合的な調整を行う。 

２ 甲の文化・スポーツイベント等の情報を乙に提供する

とともに、甲の住民に対し、圏域全体の文化・スポーツ

イベント等の情報を周知する。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 乙が設置する公共施設の圏域での広域的利活用を推進

するとともに、文化・スポーツ関連イベントの共同実施

等甲との事業連携に向けた取組に協力する。 

２ 乙の文化・スポーツイベント等の情報を甲に提供する

とともに、乙の住民に対し、圏域全体の文化・スポーツ

イベント等の情報を周知する。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 文化・スポーツ施設相互利活用推進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

各市町が有する文化・スポーツ施設について、圏域全体

での有効活用を推進するため、連絡協議会を設置し、圏

域住民の利用促進やイベント開催時における相互利用に

向けた調整・検討を行う。 

事業効果 

文化・スポーツ施設の有効活用を図ることができるとと

もに、施設の利用を希望する圏域住民の利便性が向上

し、圏域全体の文化・スポーツの振興と住民の相互交流

を促進することができる。 

西脇市 連絡協議会の設置・運営、施設情報の提供 
役割分担 

多可町 連絡協議会の運営協力、施設情報の提供 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
（設置） 

（相互利

活用） 
－ － － 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 文化・スポーツイベント交流事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

文化・スポーツイベントの情報を圏域全体に発信すると

ともに、各市町で実施する既存事業においては圏域住民

の積極的な参加を推進するため、連絡会議を設置し、事

業の振興と交流の促進を図る。また、西脇多可高校新人

駅伝競走大会など圏域内において共同で実施する事業の

支援や連携の調整・検討を行う。 

事業効果 

文化・スポーツ活動の機会が拡充することで、圏域全体

の文化・スポーツの振興や質的向上につながるととも

に、住民の相互交流を促進することができる。 

西脇市 
連絡協議会の設置・運営、イベント情報等の

提供・住民周知、交流事業の開催支援 
役割分担 

多可町 
連絡協議会の運営協力、イベント情報等の提

供・住民周知、交流事業の開催支援 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 

活用を想定する

補助制度等 
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② 文化財の保護及び利活用 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

圏域の文化財及び歴史的資料の適切な保護及び有効活用を

図るため、文化財収蔵展示施設における広域連携を推進す

る。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 西脇市郷土資料館及び那珂ふれあい館における文化財

企画展の共同実施等に向けた検討会議を設置し、事業連

携に取り組む。 

２ 圏域全体での効果的な文化財の保護及び調査結果の広

範な活用に向けて、文化財の調査及び活用方法につい

て、乙と共同で調査研究を行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 西脇市郷土資料館及び那珂ふれあい館における文化財

企画展の共同実施等事業連携に、甲と協力して取り組

む。 

２ 圏域全体での効果的な文化財の保護及び調査結果の広

範な活用に向けて、文化財の調査及び活用方法につい

て、甲と共同で調査研究を行う。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 文化財企画展開催事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

西脇市郷土資料館及び那珂ふれあい館が収蔵する文化財

や歴史的資料などを活用し、共通のテーマによる企画展

を開催する。 

事業効果 

各市町が収蔵する文化財資料等を有効活用することがで

きるとともに、圏域の文化的・歴史的資源の価値や特長

を再認識することで、郷土への愛着や誇りの醸成につな

がる。 

西脇市 
企画展実行委員会の設置・運営、西脇市郷土

資料館における企画展の実施 
役割分担 

多可町 
企画展実行委員会の運営協力、那珂ふれあい

館における企画展の実施 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
－ 500 － 500 － 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 文化財保存活用研究事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

文化財の調査や保存活用の方法について、研究会を設置

し、共同で調査研究を行う。また、各市町が有する収蔵

資料のデータなど文化財情報の提供や活用に向けて、管

理レベルの統一を図り、データベースの作成を行う。 

事業効果 

文化財収蔵施設の業務の効率化を図ることができるとと

もに、利用性が高い文化財情報を提供することで、圏域

の文化財に対する意識の向上につながる。 

西脇市 
研究会の設置・運営、文化財情報の整理・作

成、文化財調査手法等の研究 
役割分担 

多可町 
研究会の運営協力、文化財情報の整理・作成

の協力、文化財調査手法等の研究の協力 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
（設置） （研究） － － － 

活用を想定する

補助制度等 
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（４） 産業振興 

① 農業の振興 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

地域産業の柱として農業の振興を図り、持続可能な農業を

確立するため、地元農産物等を活用した地域ブランドの開

発を推進するとともに、消費拡大に向けた販売戦略を展開

する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 関係団体等と連携して、乙とともに圏域の特産品であ

る日本のへそゴマの普及を推進するとともに、地元農産

物及び特産品を活用した地域ブランドの開発に取り組

む。 

２ 圏域の特産品に関する情報を収集し、知名度の向上や

販路拡大に資するＰＲ活動等の情報発信に関する取組及

び支援を乙と協力して行う。 

３ 関係団体等と連携して、消費者ニーズに応じた農産物

の生産計画を具体化し、生産拡大を図るとともに、農産

物直売施設を設置し、地元農産物の販売促進及び消費拡

大に取り組む。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 関係団体等と連携して、甲とともに圏域の特産品であ

る日本のへそゴマの普及を推進するとともに、地元農産

物及び特産品を活用した地域ブランドの開発に取り組

む。 

２ 圏域の特産品に関する情報を収集し、知名度の向上や

販路拡大に資するＰＲ活動等の情報発信に関する取組及

び支援を甲と協力して行う。 

３ 関係団体等と連携して、甲が設置する農産物直売施設

への農産物の供給等の協力を行う。 
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  【具体的な取組内容】 

事 業 名 地域ブランド普及開発推進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域で栽培されている日本のへそゴマをはじめ、各市町

の特産品を地域ブランドとして普及・浸透を図るととも

に、地元農産物を活用した加工品の開発に取り組む。ま

た、兵庫県畜産共進会の開催をはじめ、イベントを通じ

たＰＲ活動などによる情報発信を行う。 

事業効果 

地元農産物の生産と消費の拡大と知名度の向上を図るこ

とができ、農商工連携による産業の創出と圏域経済の活

性化が期待できる。 

西脇市 
特産品開発グループ等の支援、ＰＲ活動等の

情報発信、兵庫県畜産共進会の開催支援 
役割分担 

多可町 
特産品開発グループ等の支援、ＰＲ活動等の

情報発信 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
7,537 1,137 1,137 1,137 1,137 

活用を想定する

補助制度等 
 

 

事 業 名 担い手育成対策事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

認定農業者や集落営農組合をはじめ農業の担い手を対象

に、生産技術や経営能力の向上のための研修会の開催や

相談・指導を共同で実施し、持続可能な農業の支援を行

い、農用地利用の集積の円滑化を推進する。 

事業効果 

意欲的な農業の担い手の育成と確保を図ることで、農業

生産者の経営基盤の安定・強化することができ、圏域の

農業の活性化が期待できる。 

西脇市 
研修会等の計画・開催、担い手育成対策事

業・農地利用集積事業に基づく支援 
役割分担 

多可町 
研修会等の計画・開催の協力、担い手育成対

策事業・農地利用集積事業に基づく支援 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
507 507 507 507 507 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 農産物直売所運営事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域で生産された農産物と地元農産物を利用した加工食

品などを受け入れ、一般消費者に販売する施設を設置・

運営する。また、農産物の生産から出荷を管理する出荷

者協議会を設立し、生産出荷体制の整備に向けた支援を

行う。 

事業効果 

農産物等の販路を確保することにより、地産地消が拡大

し、農業従事者等の生産・出荷意欲の向上が図られ、農

業をはじめとした関連産業の活性化が期待できる。 

西脇市 
農産物直売所の設置・運営、出荷・販売促進

の支援、出荷者協議会の支援 
役割分担 

多可町 
農産物直売所への出荷・販売促進の協力、 

出荷者協議会への参加呼びかけ 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

活用を想定する

補助制度等 
 

北
は
り
ま
農
産
物
直
売
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② 播州織の振興 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

圏域共通の地場産業である播州織のブランド化による産地

強化を図るため、新商品の開発を推進するとともに、異業

種との連携による事業展開等を行い、播州織の振興に取り

組む。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 財団法人北播磨地場産業開発機構が実施する播州織ブ

ランドの普及、圏域内外への情報発信、販路開拓に関す

る事業の支援を行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 財団法人北播磨地場産業開発機構が実施する播州織ブ

ランドの普及、圏域内外への情報発信、販路開拓に関す

る事業の支援を行う。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 北播磨地場産業開発機構支援事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

播州織の振興に向け、ブランドの普及や産官学連携によ

る新商品の開発、圏域内外への情報発信などの事業に取

り組む財団法人北播磨地場産業開発機構に対する支援を

行う。 

事業効果 

播州織の振興に資する効果的な事業を多角的に展開する

ことで、地域ブランドとしての地位を確立し、販路拡大

による地場産業の活性化を図ることができる。 

西脇市 北播磨地場産業開発機構への補助・支援 
役割分担 

多可町 北播磨地場産業開発機構への補助・支援 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
9,300 9,300 9,300 8,800 8,800 

活用を想定する

補助制度等 
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③ 鳥獣被害防止対策の推進 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

野生鳥獣による農作物の被害を防止するため、圏域におけ

る鳥獣被害防止対策を総合的に推進するとともに、捕獲し

た野生鳥獣の有効活用に取り組む。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 乙と連携して、広域的かつ効果的な観点から鳥獣被害

を防止する防護柵の設置及び維持管理を行う。 

２ 乙及び兵庫県猟友会西脇多可支部と連携して、有害鳥

獣の捕獲に向けた支援を行うとともに、効果的な捕獲方

法等鳥獣被害防止対策の研究開発に取り組む。 

３ 鳥獣被害防止対策等により捕獲されたシカの有効活用

に向け、乙とともに食肉の加工品の開発及び販売に取り

組むとともに、乙が設置を推進する食肉加工処理施設へ

のシカの提供等必要な協力を行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 甲と連携して、広域的かつ効果的な観点から鳥獣被害

を防止する防護柵の設置及び維持管理を行う。 

２ 甲及び兵庫県猟友会西脇多可支部と連携して、有害鳥

獣の捕獲に向けた支援を行うとともに、効果的な捕獲方

法等鳥獣被害防止対策の研究開発に取り組む。 

３ 鳥獣被害防止対策等により捕獲されたシカの有効活用

に向け、甲とともに食肉の加工品の開発及び販売に取り

組むとともに、食肉加工処理施設の設置を推進する。 
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  【具体的な取組内容】 

事 業 名 有害鳥獣被害防止対策事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

有害鳥獣による農作物被害を防止するため、圏域市町で

情報交換を行い、効果的な防護柵の設置を行うととも

に、耕作放棄地の環境整備や農業従事者を対象にした有

害鳥獣対策の研修会を実施する。また、地元猟友会と連

携し、広域的な観点から有害鳥獣の捕獲等を実施する。 

事業効果 

圏域全体で一体的・総合的な対策を推進することで、有

害鳥獣による農作物被害の効果的な軽減を図ることがで

きる。 

西脇市 
防護柵の設置等の事業実施、猟友会等関係機

関との情報交換・協議 
役割分担 

多可町 
防護柵の設置等の事業実施、猟友会等関係機

関との情報交換・協議 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
121,425 100,000 100,000 100,000 100,000 

活用を想定する

補助制度等 

鳥獣被害防止総合対策事業補助金、野生動物防護柵集落

連携設置事業補助金 

  

事 業 名 食肉処理加工施設整備運営事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

農作物への鳥獣被害が深刻化する中、捕獲したシカやイ

ノシシなどの有害鳥獣を地域資源として有効活用するた

め、食肉の処理加工を行う施設を整備し、運営を行う。 

事業効果 

従来廃棄物として処分している捕獲鳥獣を食用資源とし

て有効活用することができ、新たな地域産業の創出が期

待できる。 

西脇市 捕獲した有害鳥獣の搬入 

役割分担 
多可町 

食肉処理加工施設の整備・管理運営、捕獲し

た有害鳥獣の搬入・処理 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
4,500 － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 捕獲鳥獣有効活用事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

捕獲した有害鳥獣を食肉処理加工施設で処理し、食材と

して活用できるよう加工品開発を行い、販売などによる

販路の確保と調理方法の普及などによる消費拡大に取り

組む。 

事業効果 

従来廃棄物として処分している捕獲鳥獣を食用資源とし

て有効活用することができ、販路確保と消費拡大を通じ

て、地域経済への貢献が期待できる。 

西脇市 
食肉の加工品開発・販路確保による消費拡大

の促進への協力 
役割分担 

多可町 
食肉の加工品開発・販路確保による消費拡大

の促進 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

活用を想定する

補助制度等 
 

 



  北はりま定住自立圏共生ビジョン                                    
 

 52 

（５） その他 

① 消防・救急業務の連携及び広域再編 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

圏域における消防・救急業務を共同で実施するとともに、

消防を取り巻く社会環境の変化に適切に対応し、体制の強

化を図るため、消防本部の広域再編を推進する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 乙と協議した負担割合に従い、にしたか消防本部の運

営に必要な経費を負担するとともに、西脇多可行政事務

組合、乙及び関係自治体と協力し、消防本部の広域再編

に向けて協議し、施設の整備を推進する。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 甲と協議した負担割合に従い、にしたか消防本部の運

営に必要な経費を負担するとともに、西脇多可行政事務

組合、甲及び関係自治体と協力し、消防本部の広域再編

に向けて協議し、施設の整備を推進する。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 広域消防本部整備運営事業 

関係市町 西脇市・多可町ほか 

事業概要 

圏域の消防・救急業務を平成23年度に発足する北はりま

消防組合で行う。また、消防救急無線のデジタル化に伴

う消防指令センターの統合整備を行う。 

事業効果 

消防・救急業務の効率的な運営と基盤整備により、体制

の強化を行うことができ、消防・救急サービスの向上を

図ることができる。 

西脇市 北はりま消防組合への負担金の支出 
役割分担 

多可町 北はりま消防組合への負担金の支出 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
710,577 1,029,367 1,195,497 710,577 710,577 

活用を想定する

補助制度等 
防災対策事業債 
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② 地域防災力の向上 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

自然災害の発生に備えるとともに、災害発生時の被害を最

小限に抑えるために、圏域における防災体制の強化に取り

組み、地域防災力の向上を図る。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 災害警戒時に河川水位や道路交通の状況等必要な情報

を相互に提供する体制を整備するとともに、災害発生時

の相互応援体制を確立する。 

２ 圏域住民に対し、消防サイレン、防災行政無線等を活

用した情報伝達体制を調査研究する検討会議を設置し、

必要な調整を行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 災害警戒時に河川水位や道路交通の状況等必要な情報

を相互に提供する体制の整備、災害発生時の相互応援体

制の確立に向けて、甲と協力して取り組む。 

２ 圏域住民に対し、消防サイレン、防災行政無線等を活

用した情報伝達体制を調査研究する検討会議における調

整及び事務に甲と協力して取り組む。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 消防・防災危機管理体制の整備検討 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

災害警戒時に圏域市町が相互に情報提供を行うなど圏域

全体での防災力の向上につながる体制の整備・充実を図

るとともに、消防本部の広域統合と消防無線のデジタル

化に伴い、消防サイレンの吹鳴や消防団の消防無線を利

用した圏域の消防・防災情報の伝達体制のあり方につい

て協議するため、検討会を設置し、必要な調整を行う。 

事業効果 

圏域の実状等を踏まえた消防・防災情報の伝達体制を整

備することで、危機管理体制の維持・向上と災害発生時

の被害軽減を図ることができる。 

西脇市 検討会の設置・運営、調整協議 
役割分担 

多可町 検討会の運営協力、調整協議 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
（設置） － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 水位監視対策事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

災害警戒時に圏域の河川の水位情報がリアルタイムで把

握できるよう河川水位監視用カメラの設置と橋脚への水

位標高の表示の整備について、調査検討や関係機関との

事業調整を共同で行う。 

事業効果 

迅速で確実性の高い情報伝達を行うことができ、避難準

備情報や避難勧告の発令の判断基準として活用すること

で、浸水被害の防止や軽減を図ることができる。 

西脇市 整備場所・手法等の調査検討・事業調整 
役割分担 

多可町 整備場所・手法等の調査検討の協力・事業調整 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 事業計画 

     

事業費 

（千円） 
－ 2,000 2,000 300 300 

活用を想定する

補助制度等 
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③ ごみ処理業務の連携 

 【形成協定の内容】 

取組内容 圏域におけるごみ処理業務を共同で実施する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 乙及び関係自治体と協議した負担割合に従い、みどり

園の運営に必要な経費を負担する。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 甲及び関係自治体と協議した負担割合に従い、みどり

園の運営に必要な経費を負担する。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 ごみ処理事業 

関係市町 西脇市・多可町ほか 

事業概要 

圏域の美しいまちづくりを推進し、快適で衛生的な生活

環境を維持するため、ごみ処理施設の運営とごみ収集運

搬業務を北播磨清掃事務組合で行う。 

事業効果 

ごみ処理業務の運営の効率化により、環境負荷の軽減を

図ることができ、快適で衛生的な生活環境を確保するこ

とができる。 

西脇市 北播磨清掃事務組合への負担金の支出 
役割分担 

多可町 北播磨清掃事務組合への負担金の支出 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
867,593 930,914 899,635 898,695 903,498 

活用を想定する

補助制度等 
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④ 火葬及び葬儀業務の連携 

 【形成協定の内容】 

取組内容 圏域における火葬及び葬儀業務を共同で実施する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 乙と協議した負担割合に従い、西脇多可広域斎場やす

らぎ苑の整備及び運営に必要な経費を負担する。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 甲と協議した負担割合に従い、西脇多可広域斎場やす

らぎ苑の整備及び運営に必要な経費を負担する。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 広域斎場増設整備事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域住民の利用が増加している広域斎場において、利用

者が滞りなく葬儀ができるよう葬祭場の増設と駐車場の

拡張整備を行う。 

事業効果 

圏域住民の施設の利用需要に対応することで、快適で衛

生的な生活環境を確保するとともに、簡素で低廉な葬儀

を行うことができる。 

西脇市 西脇多可行政事務組合への負担金の支出 
役割分担 

多可町 西脇多可行政事務組合への負担金の支出 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
378,789     

活用を想定する

補助制度等 
地域活性化事業債 
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事 業 名 広域斎場管理運営事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域の快適で衛生的な生活環境を維持するため、広域斎

場を設置し、火葬・葬儀業務を西脇多可行政事務組合で

行う。 

事業効果 

火葬・葬儀業務の運営の効率化により、快適で衛生的な

生活環境を確保するとともに、簡素で低廉な葬儀を行う

ことができる。 

西脇市 西脇多可行政事務組合への負担金の支出 
役割分担 

多可町 西脇多可行政事務組合への負担金の支出 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
187,586 187,586 187,586 187,586 187,586 

活用を想定する

補助制度等 
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３ 結びつきやネットワークの強化 
 

（１） 地域公共交通 

① 地域公共交通ネットワークの維持及び強化 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

圏域住民の移動手段を確保し、公共交通ネットワークの維

持及び強化を図るため、圏域内の生活バス路線を運行する

事業者の支援を行うとともに、甲及び乙が運行するコミュ

ニティバスの利便性の向上に取り組む。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 生活バス路線の維持、コミュニティバスの利便性の向

上等圏域のバス交通の課題解決に向けた調査研究を行

う。 

２ 乙及び関係自治体と連携して、生活バス路線の維持に

向け、事業者に対する運行経費の助成等必要な支援を行

う。 

３ 甲が運行するコミュニティバスのルート変更、ダイヤ

編成等に当たっては、乙及び関係機関と協議し、圏域住

民の利便性が向上するよう調整を行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 生活バス路線の維持、コミュニティバスの利便性の向

上等圏域のバス交通の課題解決に向けた調査研究を行

う。 

２ 甲及び関係自治体と連携して、生活バス路線の維持に

向け、事業者に対する運行経費の助成等必要な支援を行

う。 

３ 乙が運行する甲の区域内に乗り入れるコミュニティバ

スのルート変更、ダイヤ編成等に当たっては、甲及び関

係機関と協議し、圏域住民の利便性が向上するよう調整

を行う。 
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  【具体的な取組内容】 

事 業 名 圏域内運行バス調査研究事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域内を運行する路線バスやコミュニティバスについ

て、公共交通ネットワークの維持・強化や利便性の向上

を図るため、運営協議会を設置し、圏域住民の移動ニー

ズや運行上の課題などの調査研究を行う。 

事業効果 
圏域の生活実態や住民等の移動ニーズを踏まえた利便性

の高い公共交通ネットワークを構築することができる。 

西脇市 運営協議会の運営、調査研究 
役割分担 

多可町 運営協議会の運営協力、調査研究 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
（設置） － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
 

  

事 業 名 コミュニティバス運行事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域内において、各市町が圏域住民等の移動手段となる

コミュニティバスを運行する。また、多可町コミュニ

ティバスが西脇市内を運行している実態を踏まえ、ルー

ト変更やダイヤ編成等に当たっては、両市町及び関係機

関と協議し、圏域住民の利便性と運行の効率性に配慮し

た調整を行う。 

事業効果 
交通弱者等のバス利用者が自由に安心して外出できる利

便性の高い移動手段を確保することができる。 

西脇市 コミュニティバスの運行、運行調整 
役割分担 

多可町 コミュニティバスの運行、運行調整 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
62,132 62,132 62,132 62,132 62,132 

活用を想定する

補助制度等 
バス対策（コミュニティバス運行）費補助金 
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事 業 名 地方バス等公共交通維持確保対策事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域内において、圏域住民等の移動手段となる路線バス

を運行するバス事業者に対して、運行経費の補助を行

う。 

事業効果 
交通弱者等のバス利用者が自由に安心して外出できる利

便性の高い移動手段を確保することができる。 

西脇市 バス事業者に対する運行経費の補助 
役割分担 

多可町 バス事業者に対する運行経費の補助 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
27,245 27,245 27,245 27,245 27,245 

活用を想定する

補助制度等 
バス対策（県単独路線維持等）費補助金 
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（２） 道路等の交通インフラの整備 

① 幹線道路の整備 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

円滑な交通を確保し、圏域住民の利便性の向上を図るた

め、圏域の主要な道路交通ネットワークの形成に向けた整

備促進に取り組む。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 国道 427号の整備促進に向けた取組を乙と連携して行

うとともに、兵庫県と必要な事業調整を図る。 

２ 一般県道中安田市原線バイパスの整備促進に向けた取

組を乙と連携して行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 国道 427号の整備促進に向けた取組を甲と連携して行

うとともに、兵庫県と必要な事業調整を図る。 

２ 一般県道中安田市原線バイパスの整備促進に向けた取

組を甲と連携して行う。 

 

  【具体的な取組内容】  

事 業 名 国道 427号整備促進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

救急搬送体制の強化や産業振興をはじめ、圏域の活性化

に必要不可欠となる圏域内外を結ぶ広域幹線道路である

国道 427号の整備を促進する。特に西脇道路と曽我井バ

イパス等の早期事業化と完成に向け、関係機関と事業調

整等を行うとともに、整備促進に対する住民意識の高揚

を図る。 

事業効果 

圏域における円滑な道路交通体系が形成され、圏域内外

の交流や連携が活発になるとともに、圏域住民の交通の

利便性の向上を図ることができる。 

西脇市 関係機関との調整、期成同盟会の運営協力 
役割分担 

多可町 関係機関との調整、期成同盟会の運営 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
100 100 100 100 100 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 一般県道中安田市原線バイパス整備促進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

救急搬送体制の強化や産業振興をはじめ、圏域の活性化

に必要不可欠となる主要道路である一般県道中安田市原

線バイパスの整備促進に向け、早期事業化に向けた調査

検討や関係機関への提案活動を行う。 

事業効果 

圏域における円滑な道路交通体系が形成され、圏域内外

の交流や連携が活発になるとともに、圏域住民の交通の

利便性の向上を図ることができる。 

西脇市 
関係機関との調整・提案活動、早期事業化に

向けた調査検討 役割分担 

多可町 関係機関との調整・提案活動への協力 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
－ － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
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（３） 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消 

① 学校給食の地産地消の推進 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

学校給食における地産地消を推進するとともに、食に関す

る正しい知識を普及するため、地元食材の積極的な導入に

取り組む。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 学校給食への供給体制及び供給システムの整備に向

け、連絡会議を設置し、必要な調査研究を行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 学校給食への供給体制及び供給システムの整備に向

け、甲が設置する連絡会議での調査研究に協力する。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 学校給食地産地消推進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域で生産される農産物等の消費拡大と安全・安心な学

校給食の提供に向け、調査研究を行うための連絡会議を

設置し、食材の供給システムを構築する。 

事業効果 

学校園に通う児童・生徒により安全・安心な学校給食を

提供することができ、地産地消の推進と食育の普及につ

ながる。 

西脇市 連絡会議の設置・運営、調査研究 
役割分担 

多可町 連絡会議の運営・調査研究の協力 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 事業計画 

     

事業費 

（千円） 
－ － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
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（４） 地域内外の住民との交流 

① 地域資源の活用による交流の促進 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

交流人口の拡大による活性化を図るため、圏域の有する自

然や歴史文化、伝統産業等の多様な地域資源の活用及び連

携に取り組む。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館が実施する圏域内

外との交流の促進、にぎわいの創出等に関する事業の支

援を行う。 

２ 乙と連携して、圏域内外の住民の交流に資する各種イ

ベントの開催支援を行うとともに、一体性又は連続性の

あるイベント事業の開催について検討を行う。 

３ 乙と連携して、地域資源の発掘及び活用を行い、圏域

の観光ルートの設定に取り組む。 

多可町（乙） 

の役割 

１ ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館が実施する圏域内

外との交流の促進、にぎわいの創出等に関する事業の支

援を行う。 

２ 甲と連携して、圏域内外の住民の交流に資する各種イ

ベントの開催支援を行うとともに、一体性又は連続性の

あるイベント事業の開催について検討を行う。 

３ 甲と連携して、地域資源の発掘及び活用を行い、圏域

の観光ルートの設定に取り組む。 
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  【具体的な取組内容】 

事 業 名 北はりま田園空間博物館事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域の有形・無形の地域資源を包括して、屋根のない博

物館の展示物としてとらえ、総合案内所（道の駅北はり

まエコミュージアム）を拠点に都市との交流やにぎわい

の創出などの地域づくり活動を行うＮＰＯ法人北はりま

田園空間博物館に対する事業支援を行う。 

事業効果 

圏域の多様な地域資源を活用することで、圏域の魅力が

高まり、交流人口の拡大と郷土に対する誇りの醸成を図

ることができ、圏域の活性化につながる。 

西脇市 北はりま田園空間博物館への補助、事業支援 
役割分担 

多可町 北はりま田園空間博物館への補助、事業支援 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
16,415 16,415 16,415 16,415 16,415 

活用を想定する

補助制度等 
 

  

事 業 名 北はりまハイランド構想推進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

豊かな自然環境など圏域の特性を生かし、生活交流基盤

の整備と都市との交流の促進を図り、圏域の活性化をめ

ざす北はりまハイランド構想の推進に取り組む。 

事業効果 

交流舞台にふさわしい基盤整備と都市との交流人口の拡

大により、圏域住民の快適な生活環境を創出するととも

に、経済をはじめとする圏域の活性化につながる。 

西脇市 
協議会の運営、計画の推進、構想に基づく事

業推進 
役割分担 

多可町 
協議会の運営、計画の推進、構想に基づく事

業推進 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
800 800 800 800 800 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 圏域観光交流連携推進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

各市町の観光交流団体等が連携し、圏域が有する地域資

源の発掘や活用を行い、周遊性を高めた圏域の観光ルー

トの形成や交流イベントの開催、体験・交流型のツーリ

ズムの推進、特産品の展示販売など圏域外からの誘客が

見込まれる事業を展開する。また、観光情報の発信や誘

客活動にも共同で取り組む。 

事業効果 

観光などによる圏域の来客が増加するとともに、来客の

滞在時間が拡大することで、消費の拡大による圏域経済

の活性化を図ることができる。 

西脇市 観光協会等の関係団体への支援 
役割分担 

多可町 観光交流協会等の関係団体への支援 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

活用を想定する

補助制度等 
 

  

事 業 名 アンテナショップ運営事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

地元産品の販売や地域の情報の発信・提供を行い、都市

住民との交流促進を図るアンテナショップを神戸市内に

設置し、運営を行う。 

事業効果 

地元産品の消費拡大を図ることができるとともに、都市

部での地域情報の発信等を通じた交流活動が促進され、

圏域の活性化が期待できる。 

西脇市 地域イベント等の情報の提供 

役割分担 
多可町 

アンテナショップの運営支援、地域イベント

等の情報発信 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
1,625 1,525 1,625 1,625 1,625 

活用を想定する

補助制度等 
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事 業 名 空き家等情報バンク制度の構築・推進 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域内への移住を推進し、定住・二地域居住人口の増加

を図るため、空き家や空き工場の情報を収集し、利用希

望者に情報提供を行う空き家等情報バンク制度の構築と

推進に連携して取り組む。 

事業効果 

空き家等の有効活用を図ることができるとともに、移

住・交流人口の増加により、集落機能の維持と圏域の活

性化が期待できる。 

西脇市 空き家等情報バンク制度の調査検討、事業連携 
役割分担 

多可町 空き家等情報バンク制度の運営、事業連携 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
（検討） － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
 

  

事 業 名 市民農園運営事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

農業体験を通じた都市と農村の交流活動の促進を図るた

め、交流活動の拠点となる滞在型市民農園を設置し、運

営を行う。また、農地及び農作物のオーナー制度による

交流事業に取り組む。 

事業効果 

遊休農地の有効活用を図ることができるとともに、滞在

人口が増加することで、地元住民との交流活動が促進さ

れ、圏域の活性化が期待できる。 

西脇市 オーナー制度の情報発信等 

役割分担 
多可町 

滞在型市民農園の管理運営、オーナー制度の

情報発信等 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
－ － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
 



  北はりま定住自立圏共生ビジョン                                    
 

 68 

（５） その他 

① 環境・エネルギー対策の推進 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

圏域全体で地球環境への負荷が少ない低炭素社会の構築を

図るため、温室効果ガスの排出量削減に資する再生可能エ

ネルギーの活用を推進する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 乙が取り組む木質バイオマスエネルギー促進事業の推

進に向け、普及拡大等必要な協力を行う。 

２ 公共施設への太陽光発電等の再生可能エネルギーの導

入を促進するとともに、再生可能エネルギーの有効活用

に向け、新エネルギービジョンの策定並びに必要な調査

研究及び普及啓発に取り組む。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 太陽光発電等の再生可能エネルギーとともに、間伐材

を利用した木質バイオマスエネルギーの公共施設への導

入を促進し、バイオマスタウン構想の実現を図る。 

２ 甲と協力して、再生可能エネルギーの有効活用に向

け、必要な調査研究等を行う。 

 

  【具体的な取組内容】   

事 業 名 木質バイオマスエネルギー利用促進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域が有する豊富な森林資源から産出される間伐材等を

エネルギー資源として有効活用する木質バイオマスエネ

ルギーの利用促進と普及拡大を図るため、木質バイオマ

ス供給センターを運営するとともに、チップボイラーの

公共施設への導入と普及拡大に向けた調査研究を行う。 

事業効果 

化石燃料の代替エネルギーとして利用することで、二酸

化炭素排出量の削減と森林資源の有効活用を図ることが

でき、地球環境への負荷の少ない資源循環型社会システ

ムの構築につながる。 

西脇市 原料確保、チップボイラー等の導入の調査研究 

役割分担 
多可町 

チップ燃料供給地としての体制整備、チップ

ボイラー等の導入・普及拡大の調査研究 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
36,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

活用を想定する

補助制度等 
森林・林業・木材産業づくり交付金 
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事 業 名 再生可能エネルギー導入推進事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

温室効果ガスの排出量の積極的な削減により、地球環境

への負荷が少ない低炭素社会を形成するため、公共施設

等への太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーの

導入を推進する。また、圏域全体での取組を推進するた

め、再生可能エネルギーへの利用転換や活用を支援する

調査研究を行う。 

事業効果 

二酸化炭素排出量の削減と圏域のエネルギー自給率の向

上を図ることができ、地球環境への負荷の少ない資源循

環型社会システムの構築につながる。 

西脇市 

公共施設等への太陽光発電等の導入、再生可

能エネルギーの有効活用・普及拡大に向けた

調査研究・普及啓発 
役割分担 

多可町 

公共施設等への太陽光発電等の導入、再生可

能エネルギーの有効活用・普及拡大に向けた

調査研究等の協力 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
100 100 10,100 100 100 

活用を想定する

補助制度等 
安全・安心な学校づくり交付金、合併特例債 
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② 住民相談窓口の相互利用 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

圏域住民の暮らしの安全と安心を確保するとともに、利便

性の向上を図るため、消費生活相談をはじめ、各種相談窓

口を圏域住民が相互利用できる体制整備を推進する。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 圏域の拠点的機能を持つ消費生活相談窓口として、消

費生活に関する情報発信及び相談機能の強化を図るとと

もに、圏域住民が相談窓口を相互に利用できる体制整備

に取り組む。 

２ 圏域住民が各種相談窓口を相互利用できる環境整備に

ついて、必要に応じて検討を行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 圏域全体の消費生活相談窓口として、相談機能の強化

を図るとともに、圏域住民が相談窓口を相互に利用でき

る体制整備に向けた調整及び事務に甲と協力して取り組

む。 

２ 圏域住民が各種相談窓口を相互利用できる環境整備に

ついて、甲とともに必要に応じて検討を行う。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 消費生活・多重債務相談窓口の相互利用の推進 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

専門的知識を有する消費生活相談員を配置し、両市町で

実施している消費生活・多重債務相談について、消費者

被害への迅速で適切な対応を行うため、相談窓口の相互

利用を実施し、相談体制の充実を図る。 

事業効果 
相談体制の充実と相談窓口の利便性の向上により、圏域

住民の消費生活の安定と向上を図ることができる。 

西脇市 
圏域の拠点的機能を持つ相談窓口の設置・機

能強化、相互利用の住民周知 
役割分担 

多可町 
圏域全体の相談窓口の設置・機能強化、相互

利用の住民周知 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
2,460 2,410 2,320 2,320 2,320 

活用を想定する

補助制度等 
消費者行政活性化事業補助金 
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事 業 名 住民相談窓口の相互利用・共同設置の検討 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

両市町で実施している各種住民相談窓口について、圏域

住民の利便性の向上や効率的な業務の観点から相談窓口

の相互利用の検討を推進する。また、社会環境の変化や

住民ニーズを踏まえた新たな相談窓口の設置に当たって

は、圏域での共同設置の検討を行う。 

事業効果 
相談体制の充実と相談窓口の利便性の向上により、圏域

住民の生活の安定と向上を図ることができる。 

西脇市 相互利用・新規開設の調査検討 
役割分担 

多可町 相互利用・新規開設の調査検討の協力 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
（検討） － － － － 

活用を想定する

補助制度等 
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４ 圏域マネジメント能力の強化 
 

（１） 人材の育成及び確保 

 【形成協定の内容】 

取組内容 

職員の職務遂行能力の向上を図り、圏域全体にわたる政策

形成や事業推進ができる人材を育成するため、外部人材の

活用、合同研修等の実施に取り組む。 

西脇市（甲） 

の役割 

１ 法制、財務等職務遂行能力の向上に資する職員研修を

乙と合同で開催するとともに、取組の企画及び調整を行

う。 

２ 圏域の諸課題の解決、活性化等につながる政策の実施

に向け、専門家等外部人材の活用を図る。 

３ 人事交流について調査研究を行うとともに、必要に応

じて人事交流を行う。 

多可町（乙） 

の役割 

１ 法制、財務等職務遂行能力の向上に資する職員研修を

甲と合同で開催する。 

２ 圏域の諸課題の解決、活性化等につながる政策の実現

に向け、専門家等外部人材の活用を図る。 

３ 甲と協議の上、必要に応じて人事交流を行う。 

 

  【具体的な取組内容】 

事 業 名 職員人材育成・確保事業 

関係市町 西脇市・多可町 

事業概要 

圏域の自治体職員の職務遂行能力の向上を図るため、合

同研修会を実施する。また、圏域の政策課題に適切に対

応できる人材を確保するため、専門的知識を有する人材

の活用や育成を行うとともに、両市町が相互補完できる

分野における職員の人事交流について検討を行う。 

事業効果 

圏域の自立と持続可能な成長をけん引する人材を育成・

確保することで、圏域の政策課題について円滑な解決を

図ることができる。 

西脇市 
合同研修会の企画・開催、外部人材の活用・

人事交流等の調査研究 
役割分担 

多可町 
合同研修の企画・開催の協力、外部人材の活

用・人事交流等の調査研究の検討 

23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 
事業計画 

     

事業費 

（千円） 
（検討） 250 1,750 3,250 3,250 

活用を想定する

補助制度等 
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５ 取組内容の推進に向けて 
 

（１） 基本的な考え方 

   この共生ビジョンを着実に推進していくため、北はりま定住自立圏を形成す

る西脇市及び多可町が圏域全体の活性化と圏域住民の生活機能の向上の観点か

ら、各取組内容について担当部門を中心に専門的に協議を行い、計画的に事業

を進め、圏域の将来像『“うるおい”と“やすらぎ”を感じる暮らし豊かな北

はりまの郷』の実現を図っていきます。また、行政だけでなく、必要に応じて

関係機関や圏域住民等とも連携や協力を積極的に行っていくものとします。 

なお、取組内容の実施に当たっては、定住自立圏構想に係る国の支援措置等

を効果的に活用しながら進めていくものとします。 

 

（２） 進行管理 

   この共生ビジョンに示した具体的な取組内容については、多可町と協力しな

がら、中心市である西脇市において年次ごとに取組内容の進捗状況の把握・検

証を行います。 

こうした進捗状況については、圏域の住民代表等で構成する北はりま定住自

立圏共生ビジョン懇談会において必要に応じて報告を行うとともに、懇談会委

員の評価や意見を踏まえ、共生ビジョンのさらなる推進に反映させていくもの

とします。 

また、圏域の住民に対しても、広報紙等を通じて情報提供を図っていきます。 

 

（３） 変更手続 

   この共生ビジョンの計画期間内における内容の変更については、国の定住自

立圏推進要綱に従い、北はりま定住自立圏共生ビジョン懇談会での協議を経た

上で行うものとします。 
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１ 北はりま定住自立圏における取組経緯 
 
≪平成20年≫ 

７月     総務省による定住自立圏構想の概要説明・先行団体の募集 

10月６日   総務省次年度重点施策説明会（大阪市） 

・定住自立圏構想の本格実施の説明。西脇市において調査検討及び隣

接市町等との事務調整を開始 

≪平成21年≫ 

 ６月16日   西脇市・多可町の首長間で構想推進について合意 

 ７月28日   先行団体の視察（赤穂市・上郡町） 

 ８月17日   定住自立圏等民間投資促進交付金に係る協議（兵庫県庁） 

 ９月３日   第１回定住自立圏構想推進連絡会議（西脇市役所） 

 ９月29日   第２回定住自立圏構想推進連絡会議（多可町役場） 

 10月20日   第３回定住自立圏構想推進連絡会議（西脇市役所） 

 12月４日   両市町合同研修会（西脇市生涯学習まちづくりセンター） 

≪平成22年≫ 

 １月12日   第４回定住自立圏構想推進連絡会議（多可町役場） 

 １月29日   西脇市による中心市宣言（全国42番目） 

 ２月23日   第５回定住自立圏構想推進連絡会議（西脇市役所） 

 ３月26日   定住自立圏構想推進セミナーin彦根（滋賀県彦根市） 

・西脇市長による取組事例の発表 

 ４月14日   第６回定住自立圏構想推進連絡会議（多可町役場） 

 ４月30日   定住自立圏構想連絡会議に専門部会を設置 

 ６月25日   定住自立圏形成協定を地方自治法第96条第２項の規定による議決事件

とすることに関する条例を両市町議会で議決、制定 

 ７月12日   第７回定住自立圏構想推進連絡会議（西脇市役所） 

 ７月23日   第８回定住自立圏構想推進連絡会議（多可町役場） 

 ８月４日   定住自立圏形成協定（案）について総務省と事前相談 

 ９月27日   西脇市議会、定住自立圏形成協定を議決 

 ９月28日   多可町議会、定住自立圏形成協定を議決 

        第９回定住自立圏構想連絡会議（西脇市役所） 

 10月６日   定住自立圏形成協定調印式（西脇市生涯学習まちづくりセンター） 

 10月28・29日 定住自立圏・全国市町村長サミット2010in南信州（長野県飯田市） 

        ・西脇市長による取組事例の発表（医療分科会） 

 11月１日   第１回定住自立圏共生ビジョン懇談会（西脇市生涯学習まちづくりセンター） 
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≪平成23年≫ 

 １月18日  第２回定住自立圏共生ビジョン懇談会（西脇市生涯学習まちづくりセンター） 

 ２月２日  共生ビジョン案のパブリック・コメントの実施 

   ～22日 ・３件の意見提出 

 ３月29日  第３回定住自立圏共生ビジョン懇談会（西脇市生涯学習まちづくりセンター） 

 
 
 
【 共生ビジョン懇談会の概要 】 

 

○第１回懇談会 

と き  平成22年11月１日（月）13時～15時 

  ところ  西脇市生涯学習まちづくりセンターホール 

  内 容  ・西脇市長あいさつ 

       ・委員等出席者の紹介 

       ・座長・副座長の選出 

       ・定住自立圏構想について 

       ・北はりま定住自立圏構想の取組状況について 

       ・共生ビジョン策定スケジュール及び策定体制について 

       ・北はりま定住自立圏共生ビジョン（素案）について 

 

○第２回懇談会 

と き  平成23年１月18日（火）13時～16時 

  ところ  西脇市生涯学習まちづくりセンターホール 

  内 容  ・北はりま定住自立圏共生ビジョン（素案）について 

        （圏域の将来像、具体的な取組内容について） 

       ・共生ビジョン案のパブリック・コメントの実施について 

 

○第３回懇談会 

と き  平成23年３月29日（火）13時～15時 

  ところ  西脇市生涯学習まちづくりセンターホール 

  内 容  ・パブリック・コメントの実施結果について 

       ・北はりま定住自立圏共生ビジョン（案）について 

       ・今後の予定について 



  北はりま定住自立圏共生ビジョン                                    
 

 78 

２ 北はりま定住自立圏共生ビジョン懇談会委員名簿 
 

（敬称略） 

氏  名 選出市町 政策分野 所  属・役  職 

中 瀬   勲 共 通 学識経験者 兵庫県立大学大学院教授 

和 田 良 勝 共 通 医  療 西脇市多可郡医師会会長 

富 永 なおみ 西脇市 医  療 西脇小児医療を守る会代表 

好 岡 輝 壽 西脇市 教  育 西脇市文化・スポーツ振興財団副理事長 

藤 本 忠 義 多可町 教  育 多可町生涯スポーツ振興委員会委員長 

齋 藤 太紀雄 西脇市 産業振興 西脇商工会議所会頭 

三 村 秀 策 多可町 産業振興 多可町商工会会長 

村 上 康 憲 共 通 産業振興 西脇青年会議所理事長 

笹 倉 克 己 共 通 産業振興 みのり農業協同組合営農部長 

徳 岡 義 之 西脇市 産業振興 日本のへそゴマ研究会会長 

安 藤 松 子 多可町 産業振興 みつばグループ代表 

魚 谷   観 共 通 公共交通 神姫バス株式会社西脇営業所長 

長谷川 俊 雄 西脇市 観光交流 西脇市観光協会副会長 

藤 井 英 延 多可町 観光交流 多可町観光交流協会会長 

丸 山 好 一 共 通 観光交流 北はりま田園空間博物館代表理事 

竹 内 泰 彦 西脇市 地域活動 西脇市連合区長会長 

青 山 國 孝 多可町 地域活動 多可町区長会長 

池 田 順 彦 多可町 環  境 北はりま森林組合組合長 
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３ 北はりま定住自立圏共生ビジョン懇談会開催要領 
 
１ 設置 

定住自立圏推進要綱（平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知）第６に規

定する定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更に当たり、地域住民等による検討を行

うため、北はりま定住自立圏構想共生ビジョン懇談会（以下「懇談会」という。）を

設置する。 

２ 所掌事務 

  懇談会は、次に掲げる事項について検討協議する。 

 ⑴ 北はりま定住自立圏共生ビジョン（以下「共生ビジョン」という。）の策定又は

変更に関すること。 

 ⑵ その他定住自立圏構想の推進に関すること。 

３ 組織 

 ⑴ 懇談会は、委員20人以内をもって組織する。 

 ⑵ 委員は、北はりま定住自立圏の形成に関する協定書に掲げられた政策分野の関係

者及び定住自立圏構想について識見を有する者のうちから、市長が選任する。 

 ⑶ 懇談会は、共生ビジョンの推進を補助するため、必要に応じ、部会を置くことが

できる。 

４ 任期 

 ⑴ 委員の任期は、２年とする。ただし補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

 ⑵ 委員は、再任されることができる。 

５ 座長及び副座長 

 ⑴ 懇談会に座長及び副座長をそれぞれ１人置く。 

 ⑵ 座長は、委員の互選によって定め、副座長は座長が指名する委員をもって充てる。 

 ⑶ 座長は、会務を総理し、懇談会を代表する。 

 ⑷ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を処

理する。 

６ 会議 

 ⑴ 懇談会の会議は、座長が招集する。ただし、選任後最初の会議は、市長が招集す

る。 

 ⑵ 懇談会の議長は、座長がこれに当たる。 

 ⑶ 懇談会は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、意見若しくは説

明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

７ 庶務 

  懇談会の庶務は、定住自立圏構想担当部において処理する。 

８ その他 

  この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 
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   附 則 

１ この要領は、平成22年11月１日から施行する。 

２ この要領の施行の日以後最初に選任される委員の任期は、４の⑴の規定にかかわら

ず、平成24年３月31日までとする。 



                                              資 料   
 

 81 

４ 中心市宣言書 
 
 わたしたちの西脇市は、中国山地の東南端が播磨平野に接する地点に位置し、県下最

長の加古川とその支流が合流する自然豊かな土地に展けたまちです。恵まれた自然を享

受して、先人たちは豊かな暮らしと文化を育んできました。近世以降、綿織物・播州織

と播州釣針のわが国屈指の産地として、さらには北播磨の商都として栄え、兵庫県内陸

部で最初に市制を施行し、当地域の拠点都市として発展を遂げてきました。 

 また、東経 135度と北緯35度が市域で交差し、日本列島の中心に当たることから「日

本のへそ」を標榜し、「日本のへそ」に住む自覚と誇りを持って、個性豊かなまちづく

りを展開しています。 

 

 しかしながら、社会成長の大前提である人口が今後国レベルで減少する時代を迎え、

さらには社会経済のグローバル化の進展などと相まって、地方自治体はこれまでの成長

社会において経験したことのない多くの複雑な課題に直面しています。住民生活に最も

身近な市町村では、こうした時代の潮流を的確にとらえ、地域の英知と行動力を最大限

に発揮して、急激に変化する社会経済環境に確実に対応し、持続可能な地域経営を展開

していくことが求められています。 

 

このような中、本市では、今後は単独であらゆる住民ニーズを充足するフルセット型

の行政を志向するのではなく、周辺市町との連携と役割分担を図り、さらには地域住民

との協働により、将来にわたりより豊かな生活機能を確保し、確かな安心と強い活力が

あふれる地域を創造していくことが必要であると考えています。これまでも一部事務組

合による行政事務の共同処理など周辺市町との広域連携に取り組んできましたが、こう

した連携を今一歩進めていくことが重要であります。また、住民生活の活動範囲は、自

治体の枠組みにとらわれず、居住区域を越えて拡大しており、広域的な結びつきはます

ます強くなってきています。こうした背景を踏まえ、本市では、周辺市町と力を合わせ

て、地域全体の繁栄と発展に努めていかなければならないと認識しています。 

 

以上のことを自覚し、本市は周辺市町とともに、定住自立圏の形成に向けた取組を進

めてまいります。 

このことは、それぞれの自治体が持つ特性を最大限に生かしながら、行政のみならず、

地域の多様な主体が総力を結集して、このふるさとに住む人々が豊かに暮らせる、魅力

ある地域づくりを進め、地方における生活圏の新しい姿を創り出そうとするものであり

ます。 

 

 その実現に向け、西脇市は定住自立圏の中心市として、生活機能の充実を図るととも

に、周辺市町との相互理解と共通理念の下、地域全体のマネジメントを担う役割の重要

性を十分に認識し、圏域の持続的な発展のために全力で取り組むことをここに宣言しま

す。 
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平成22年１月29日 

 

西脇市長  

 

 

１ 西脇市における都市機能の集積状況 

 
  西脇市は、古くから北播磨地域の拠点都市として発展してきたことから、住民の生

活機能を確保し、圏域の振興を図る上で中核的な役割を担う都市機能について、一定

の集積があります。 
  定住自立圏を形成する中心市としての行政及び民間分野における主な都市機能の集

積状況については、次のとおりです。 
 

分野 都市機能 施設名等     備考 
公立病院 西脇病院 18科 320床 

民間病院 大山病院 14科 110床 医療 

休日急患センター 西脇多可休日急患センター 西脇病院内 

みぎわ園 135床 

楽寿園 110床 

オンベリーコ 50床 
特別養護老人ホーム 

向陽苑 54床 

介護老人保健施設 しばざくら荘  

西脇市障害者地域活動 

支援センター 

 

障害者施設 

ワークホームタンポポ  

保育施設 市立２園、私立７園  

総合福祉センター萩ケ瀬会館  

黒田庄福祉センター  

福祉 

総合福祉施設 

勤労福祉センター  

県立西脇高等学校  

県立西脇工業高等学校  高等学校 

県立西脇北高等学校  

播磨内陸生活文化総合センター 
図書館 

郷土資料館 

西脇市民会館  

音楽ホール「アピカホール」  

西脇市岡之山美術館  

文化施設 

にしわき経緯度地球科学館  

教育・ 

文化・ 

スポーツ 

スポーツ施設 西脇公園 

野球場・テニス

コート・屋内ゲー

トボール場 
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２ 西脇市における都市機能の利用状況等 

 

西脇市の主な都市機能の利用状況等については、次のとおりです。 

 

 ⑴ 中核的な医療機能 

   平成21年11月に全面改築を終えた市立西脇病院は、診療科目18科、病床数 320床

を擁し、救急指定病院や災害拠点病院等の指定を受けており、北播磨北部地域にお

ける医療拠点となっています。 

また、病院内には休日急患センターの機能も併設しています。 

     その他救急指定病院である大山病院もあり、市立西脇病院とともに市内にとどま

らず、近隣市町からの患者の受入れを行っており、圏域住民の安全・安心な暮らし

を支えています。 

 

    ■市立西脇病院の利用状況（平成20年度） 

区分 西脇市 多可町 その他 計 

外来患者数 68,436 21,205 41,138 130,779 

入院患者数 40,850 16,303 34,356 91,509 

救急車搬送件数 1,154 * 1,038 2,192 

  * は、にしたか消防本部（西脇市・多可町で設置）の搬送件数 

 

    ■西脇多可休日急患センター（旧西脇市多可郡休日応急診療センター）の利用状況

（平成20年度） 

区分 西脇市 多可町 その他 計 

利用者数 250 118 42 410 

 

 ⑵ 教育・文化機能 

     市内には、県立高等学校が３校あり、うち１校は昼間課程だけでなく夜間課程も

開設しており、周辺市町から多数の学生が通学しています。 

     また、昭和58年に開設された播磨内陸生活文化総合センターには、図書館が設置

されており、圏域住民に利用されています。 

 

  ■市内の高等学校の通学者（平成21年12月１日現在） 

区分 西脇市 多可町 その他 計 

西脇高等学校 410 276 261 947 

西脇工業高等学校 330 63 293 686 

西脇北高等学校 51 20 64 135 
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    ■西脇市図書館の利用状況（平成21年） 

区分 西脇市 多可町 その他 計 

登録者数 12,769 1,835 1,131 15,735 

貸出冊数 118,034 5,052 4,147 127,233 

 

   ⑶ 商工業機能 

   地場産業である播州織の興隆とともに発展してきた本市では、早くから「北播磨

の商都」としての商業機能が集積しています。 

また、工業団地は立地していないものの、市街化調整区域への工場立地など産業

誘導を進めており、誘致企業である電子部品産業の製造品出荷額が占める割合が高

くなっています。 

 

    ■西脇市の商業の概要（平成19年度） 

区分 商店数 従業者数 年間商品販売額（万円） 

卸売業 196 1,158 4,761,603 

小売業 517 3,058 5,007,384 

 

    ■西脇市の工業の概要（平成20年度） 

事業所数 従業者数 製造品出荷額等（万円）付加価値額等（万円） 

189 4,764 16,163,694 4,841,299 

 

 ⑷ 交通機能 

     市内には国道 175号や 427号などが走っており、圏域のみならず広域での移動や

物流機能を担っています。また現在、地域高規格道路・東播丹波連絡道路を形成す

る国道 175号西脇バイパスの４車線化や西脇北バイパスの整備が進められており、

一層の広域交流や地域活性化の促進が期待されています。 

一方、公共交通では、鉄道としてＪＲ加古川線が通っており、市内に７駅があり

ます。バス路線としては、西脇営業所から大阪方面を結ぶ高速バスや神戸方面を結

ぶ急行バスなどが運行されています。 

 

    ■市内駅の１日平均乗客数（平成20年度） 

 西脇市駅 その他の駅 合 計 

ＪＲ加古川線 631 96 727 

 

    ■市内発着バスの運輸状況（平成20年度） 

 
西脇営業所 

発着本数 

営業距離 

（km） 
乗車人員 

１日当たり 

平均乗車人員 

神姫バス 82 219.0 2,032,175 5,567 
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３ 周辺市町との連携を想定する取組 

 
    本市を中心市とした定住自立圏では、圏域全体の発展と圏域住民の利便性の向上の

ため、周辺市町と連携し、次のような取組を推進していくことを想定しています。 
 
   ⑴ 生活機能の強化 

    ア 医療 
     ・圏域医療の中核病院である市立西脇病院の質の高い医療の提供に向けた機能強 
      化 
     ・市立西脇病院を中心とした病院及び診療所との連携強化及びネットワーク化 
     ・圏域住民等が主体となった地域医療を守るための活動支援 
     ・市立西脇病院内での休日急患センターの共同設置運営 
     ・その他圏域の医療資源を確保し、地域医療体制の充実に関する取組 
    イ 福祉 
     ・福祉施設の広域的利用の推進及び拠点施設の整備 
     ・介護、福祉分野における認定審査会の共同設置運営 
    ウ 教育・文化 
     ・圏域内での一体的利用を踏まえた学校給食施設の統合整備 
     ・図書館等生涯学習施設における利便性向上のための連携強化 
     ・文化及びスポーツ施設の相互利用及び広域的活用 
    エ 産業振興 
     ・農畜産物における特産品の普及及び開発 
     ・播州織等の地場産業の振興に向けた支援 
     ・その他圏域の特性や資源を生かした新たな産業の創出等に関する取組 
    オ その他 

・消防本部の共同設置運営及び災害時の応援や広域再編による消防・防災体制強

化の推進 
     ・ごみ処理場及び斎場の共同設置運営 
   ⑵ 結びつきやネットワークの強化 

    ア 地域公共交通 
     ・コミュニティバスの利便性向上のための運行改善及び再編ネットワーク化 
     ・生活バス路線の運行維持確保 
     ・その他圏域内の移動サービスの提供及び公共交通の利用促進に関する取組 
    イ 道路等の交通インフラ整備 
     ・国道 427号をはじめとする広域幹線道路の整備促進 
    ウ 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消 
     ・直売施設の整備及び有効活用による地産地消の推進 
     ・その他圏域内経済の循環につながる地場産品の地産地消の推進に関する取組 
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    エ 地域内外の住民との交流・移住促進 
     ・北はりま田園博物館構想等の推進による交流の促進 
     ・その他圏域の観光資源の情報発信及びネットワーク化、観光交流事業の実施に

関する取組 
    オ その他結びつきやネットワークの強化に係る連携 

・低炭素社会の構築に向けた木質バイオマスや太陽光等の新エネルギーの利活用

の促進 
     ・ＩＣＴの活用による窓口サービス及び行政相談サービスにおける圏域住民の相

互利用 
   ⑶ 圏域マネジメント能力の強化 

  ア 宣言中心市等における外部からの行政及び民間人材の確保 
     ・質の高い医療の提供に向けた医師等の医療従事者の確保 
     ・圏域の政策の推進に資する外部の専門的な人材の登用 
    イ 圏域市町村の職員の交流 
     ・圏域の政策の推進及び連携の強化に資する職員の人事交流 
 
 
 

４ 西脇市に対する通勤・通学者の状況 

 
  本市の人口状況及び隣接市町からの通勤・通学者（15歳以上）の状況は、次のとお
りです。 

 

人口 夜間人口 昼間人口 昼夜間人口比率 

西脇市 43,953 43,951 44,869 1.021 

 

市町名 人口 
就業者・通学者総数 

* 

西脇市への 

就業・通学人口 

西脇市への 

就業・通学率 

多可町 24,304 10,521 2,479 23.6％ 

加東市 39,970 19,263 1,967 10.2％ 

加西市 49,396 23,030 799 3.5％ 

丹波市 70,810 31,792 648 2.0％ 

篠山市 45,245 20,840 82 0.4％ 

 * 就業者・通学者総数は、自宅において就業する者を除いた数 

（平成17年国勢調査） 
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５ 北はりま定住自立圏形成協定 
 

   西脇市（以下「甲」という。）と多可町（以下「乙」という。）は、定住自立圏の形

成に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、定住自立圏構想推進要綱（平成20年12月26日総行応第39号総務事

務次官通知）第４の規定による中心市宣言を行った甲と、甲が行った当該宣言に賛同

した乙が、相互に役割を分担して、定住に必要な生活機能を確保し、圏域の住民がよ

り快適に暮らすことのできる定住自立圏を創造することを目的とする。 

（基本方針） 

第２条 甲及び乙は、前条に規定する目的を達成するため、北はりまハイランド構想を

はじめ甲及び乙が協力し、推進してきた従来の取組も踏まえ、次条に規定する政策分

野の取組において、協働又は補完して課題解決に当たり、圏域の活性化に寄与してい

くものとする。 

（連携等を行う取組の分野及び内容並びに甲及び乙の役割分担） 

第３条 甲及び乙が相互に役割を分担し、連携及び協力を行う政策分野は次の各号に掲

げるものとし、その取組の内容並びに当該取組における甲及び乙の役割は、当該各号

に規定するものとする。 

 ⑴ 生活機能の強化に係る政策分野 

ア 医療 

     (ア) 医療体制の確保 

      ａ 取組の内容 

        質の高い、安定した医療サービスを提供するため、圏域の医療拠点である

西脇市立西脇病院（以下「西脇病院」という。）における高度医療機能の強

化を図るとともに、圏域医療を支える医療施設の整備、充実に取り組む。 

ｂ 甲の役割 

⒜ 西脇病院の医療機能の充実、強化に取り組む。 

⒝ 関係機関と連携して、西脇病院における医師の招へい、職場環境の整備

等による医療従事者の確保、養成に取り組む。 

⒞ 乙及び西脇市多可郡医師会と協力して、西脇病院内に開設されている西

脇多可休日急患センターを運営する。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 多可町立診療所の機能維持に取り組むとともに、中町赤十字病院の機能

強化及び乙の区域内における一次医療機関の開設への協力、支援を行う。 

⒝ 甲及び西脇市多可郡医師会と協力して、西脇病院内に開設されている西

脇多可休日急患センターを運営する。 

     (イ) 医療連携の強化 
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      ａ 取組の内容 

増大、多様化する医療ニーズに対応するとともに、圏域内で切れ目のない

医療を効果的に提供するため、圏域内にある医療施設における機能の分担、

連携の強化を図る。 

ｂ 甲の役割 

⒜ 乙と協力して、西脇市多可郡医師会など医療機関関係者等との医療連携

が強化、促進されるシステムを構築する。 

⒝ 地域連携クリティカルパスを中心として、西脇病院と中町赤十字病院の

機能の分担、連携診療を推進する。 

⒞ へき地医療拠点病院として西脇病院から乙の運営する多可町立診療所に

代診医の派遣等必要な診療支援を行う。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 甲と協力して、西脇市多可郡医師会など医療機関関係者等との医療連携

が強化、促進されるシステムを構築する。 

⒝ 甲が行う多可町立診療所への診療支援、中町赤十字病院との連携診療等

の推進に関する取組に協力する。 

     (ウ) 地域医療を守る体制の確立 

      ａ 取組の内容 

限られた医療資源を活用し、圏域において持続性を持った医療の提供を確

保するため、圏域ぐるみで地域医療を守り、支える体制を確立する。 

ｂ 甲の役割 

⒜ 乙と協力して、圏域住民に対し、地域医療に関する普及、啓発活動を行

う。 

⒝ 住民等が主体となった地域医療を守り、支える活動を支援するとともに、

圏域全体での活動の拡充、連携に向けた取組を推進する。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 甲と協力して、圏域住民に対し、地域医療に関する普及、啓発活動を行

うとともに、住民等が主体となった地域医療を守り、支える活動の支援を

行う。 

 イ 福祉 

     (ア) 認定審査会業務の連携 

      ａ 取組の内容 

        介護保険法に規定する介護認定審査及び障害者自立支援法に規定する障害

認定審査の公平性及び効率性を確保するため、認定審査業務を共同で実施す

る。 

ｂ 甲の役割 

介護認定審査会及び障害認定審査会（以下「審査会」という。）を乙と共

同で設置し、乙と協議した負担割合に従い、運営に必要な経費を負担する。 

ｃ 乙の役割 
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審査会を甲と共同で設置し、甲と協議した負担割合に従い、運営に必要な

経費を負担する。 

    ウ 教育・文化 

     (ア) 文化・スポーツ活動の振興 

      ａ 取組の内容 

        圏域における文化・スポーツの振興及び拡大を図るため、公共施設の相互

利活用を推進し、圏域住民の利便性を向上するとともに、文化・スポーツ活

動の交流を促進する。 

ｂ 甲の役割 

⒜ 甲が設置する公共施設の圏域での広域的利活用を推進するとともに、文

化・スポーツ関連イベントの共同実施等乙との事業連携に向けて、総合的

な調整を行う。 

⒝ 甲の文化・スポーツイベント等の情報を乙に提供するとともに、甲の住

民に対し、圏域全体の文化・スポーツイベント等の情報を周知する。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 乙が設置する公共施設の圏域での広域的利活用を推進するとともに、文

化・スポーツ関連イベントの共同実施等甲との事業連携に向けた取組に協

力する。 

⒝ 乙の文化・スポーツイベント等の情報を甲に提供するとともに、乙の住

民に対し、圏域全体の文化・スポーツイベント等の情報を周知する。 

     (イ) 文化財の保護及び利活用 

      ａ 取組の内容 

圏域の文化財及び歴史的資料の適切な保護及び有効活用を図るため、文化

財収蔵展示施設における広域連携を推進する。 

ｂ 甲の役割 

⒜ 西脇市郷土資料館及び那珂ふれあい館における文化財企画展の共同実施

等に向けた検討会議を設置し、事業連携に取り組む。 

⒝ 圏域全体での効果的な文化財の保護及び調査結果の広範な活用に向けて、

文化財の調査及び活用方法について、乙と共同で調査研究を行う。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 西脇市郷土資料館及び那珂ふれあい館における文化財企画展の共同実施

等事業連携に、甲と協力して取り組む。 

⒝ 圏域全体での効果的な文化財の保護及び調査結果の広範な活用に向けて、

文化財の調査及び活用方法について、甲と共同で調査研究を行う。 

    エ 産業振興 

     (ア) 農業の振興 

      ａ 取組の内容 

        地域産業の柱として農業の振興を図り、持続可能な農業を確立するため、

地元農産物等を活用した地域ブランドの開発を推進するとともに、消費拡大
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に向けた販売戦略を展開する。 

ｂ 甲の役割 

⒜ 関係団体等と連携して、乙とともに圏域の特産品である日本のへそゴマ

の普及を推進するとともに、地元農産物及び特産品を活用した地域ブラン

ドの開発に取り組む。 

⒝ 圏域の特産品に関する情報を収集し、知名度の向上や販路拡大に資する

ＰＲ活動等の情報発信に関する取組及び支援を乙と協力して行う。 

⒞ 関係団体等と連携して、消費者ニーズに応じた農産物の生産計画を具体

化し、生産拡大を図るとともに、農産物直売施設を設置し、地元農産物の

販売促進及び消費拡大に取り組む。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 関係団体等と連携して、甲とともに圏域の特産品である日本のへそゴマ

の普及を推進するとともに、地元農産物及び特産品を活用した地域ブラン

ドの開発に取り組む。 

⒝ 圏域の特産品に関する情報を収集し、知名度の向上や販路拡大に資する

ＰＲ活動等の情報発信に関する取組及び支援を甲と協力して行う。 

⒞ 関係団体等と連携して、甲が設置する農産物直売施設への農産物の供給

等の協力を行う。 

     (イ) 播州織の振興 

      ａ 取組の内容 

圏域共通の地場産業である播州織のブランド化による産地強化を図るため、

新商品の開発を推進するとともに、異業種との連携による事業展開等を行い、

播州織の振興に取り組む。 

ｂ 甲の役割 

財団法人北播磨地場産業開発機構が実施する播州織ブランドの普及、圏域

内外への情報発信、販路開拓に関する事業の支援を行う。 

ｃ 乙の役割 

財団法人北播磨地場産業開発機構が実施する播州織ブランドの普及、圏域

内外への情報発信、販路開拓に関する事業の支援を行う。 

     (ウ) 鳥獣被害防止対策の推進 

      ａ 取組の内容 

野生鳥獣による農作物の被害を防止するため、圏域における鳥獣被害防止

対策を総合的に推進するとともに、捕獲した野生鳥獣の有効活用に取り組む。 

ｂ 甲の役割 

⒜ 乙と連携して、広域的かつ効果的な観点から鳥獣被害を防止する防護柵

の設置及び維持管理を行う。 

⒝ 乙及び兵庫県猟友会西脇多可支部と連携して、有害鳥獣の捕獲に向けた

支援を行うとともに、効果的な捕獲方法等鳥獣被害防止対策の研究開発に

取り組む。 
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⒞ 鳥獣被害防止対策等により捕獲されたシカの有効活用に向け、乙ととも

に食肉の加工品の開発及び販売に取り組むとともに、乙が設置を推進する

食肉加工処理施設へのシカの提供等必要な協力を行う。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 甲と連携して、広域的かつ効果的な観点から鳥獣被害を防止する防護柵

の設置及び維持管理を行う。 

⒝ 甲及び兵庫県猟友会西脇多可支部と連携して、有害鳥獣の捕獲に向けた

支援を行うとともに、効果的な捕獲方法等鳥獣被害防止対策の研究開発に

取り組む。 

⒞ 鳥獣被害防止対策等により捕獲されたシカの有効活用に向け、甲ととも

に食肉の加工品の開発及び販売に取り組むとともに、食肉加工処理施設の

設置を推進する。 

    オ その他 

     (ア) 消防・救急業務の連携及び広域再編 

ａ 取組の内容 

圏域における消防・救急業務を共同で実施するとともに、消防を取り巻く

社会環境の変化に適切に対応し、体制の強化を図るため、消防本部の広域再

編を推進する。 

ｂ 甲の役割 

乙と協議した負担割合に従い、にしたか消防本部の運営に必要な経費を負

担するとともに、西脇多可行政事務組合、乙及び関係自治体と協力し、消防

本部の広域再編に向けて協議し、施設の整備を推進する。 

ｃ 乙の役割 

甲と協議した負担割合に従い、にしたか消防本部の運営に必要な経費を負

担するとともに、西脇多可行政事務組合、甲及び関係自治体と協力し、消防

本部の広域再編に向けて協議し、施設の整備を推進する。 

     (イ) 地域防災力の向上 

      ａ 取組の内容 

自然災害の発生に備えるとともに、災害発生時の被害を最小限に抑えるた

めに、圏域における防災体制の強化に取り組み、地域防災力の向上を図る。 

      ｂ 甲の役割 

⒜ 災害警戒時に河川水位や道路交通の状況等必要な情報を相互に提供する

体制を整備するとともに、災害発生時の相互応援体制を確立する。 

⒝ 圏域住民に対し、消防サイレン、防災行政無線等を活用した情報伝達体

制を調査研究する検討会議を設置し、必要な調整を行う。 

      ｃ 乙の役割 

⒜ 災害警戒時に河川水位や道路交通の状況等必要な情報を相互に提供する

体制の整備、災害発生時の相互応援体制の確立に向けて、甲と協力して取

り組む。 
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⒝ 圏域住民に対し、消防サイレン、防災行政無線等を活用した情報伝達体

制を調査研究する検討会議における調整及び事務に甲と協力して取り組む。 

     (ウ) ごみ処理業務の連携 

      ａ 取組の内容 

圏域におけるごみ処理業務を共同で実施する。 

      ｂ 甲の役割 

乙及び関係自治体と協議した負担割合に従い、みどり園の運営に必要な経

費を負担する。 

      ｃ 乙の役割 

甲及び関係自治体と協議した負担割合に従い、みどり園の運営に必要な経

費を負担する。 

     (エ) 火葬及び葬儀業務の連携 

ａ 取組の内容 

圏域における火葬及び葬儀業務を共同で実施する。 

ｂ 甲の役割 

乙と協議した負担割合に従い、西脇多可広域斎場やすらぎ苑の整備及び運

営に必要な経費を負担する。 

ｃ 乙の役割 

甲と協議した負担割合に従い、西脇多可広域斎場やすらぎ苑の整備及び運

営に必要な経費を負担する。 

   ⑵ 結びつきやネットワークの強化に係る政策分野 

    ア 地域公共交通 

     (ア) 地域公共交通ネットワークの維持及び強化 

      ａ 取組の内容 

圏域住民の移動手段を確保し、公共交通ネットワークの維持及び強化を図

るため、圏域内の生活バス路線を運行する事業者の支援を行うとともに、甲

及び乙が運行するコミュニティバスの利便性の向上に取り組む。 

ｂ 甲の役割 

 ⒜ 生活バス路線の維持、コミュニティバスの利便性の向上等圏域のバス交

通の課題解決に向けた調査研究を行う。 

⒝ 乙及び関係自治体と連携して、生活バス路線の維持に向け、事業者に対

する運行経費の助成等必要な支援を行う。 

⒞ 甲が運行するコミュニティバスのルート変更、ダイヤ編成等に当たって

は、乙及び関係機関と協議し、圏域住民の利便性が向上するよう調整を行

う。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 生活バス路線の維持、コミュニティバスの利便性の向上等圏域のバス交

通の課題解決に向けた調査研究を行う。 

⒝ 甲及び関係自治体と連携して、生活バス路線の維持に向け、事業者に対
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する運行経費の助成等必要な支援を行う。 

⒞ 乙が運行する甲の区域内に乗り入れるコミュニティバスのルート変更、

ダイヤ編成等に当たっては、甲及び関係機関と協議し、圏域住民の利便性

が向上するよう調整を行う。 

    イ 道路等の交通インフラの整備 

     (ア) 幹線道路の整備 

      ａ 取組の内容 

円滑な交通を確保し、圏域住民の利便性の向上を図るため、圏域の主要な

道路交通ネットワークの形成に向けた整備促進に取り組む。 

ｂ 甲の役割 

       ⒜ 国道 427号の整備促進に向けた取組を乙と連携して行うとともに、兵庫

県と必要な事業調整を図る。 

⒝ 一般県道中安田市原線バイパスの整備促進に向けた取組を乙と連携して

行う。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 国道 427号の整備促進に向けた取組を甲と連携して行うとともに、兵庫

県と必要な事業調整を図る。 

⒝ 一般県道中安田市原線バイパスの整備促進に向けた取組を甲と連携して

行う。 

    ウ 地域の生産者や消費者等の連携による地産地消 

     (ア) 学校給食の地産地消の推進 

      ａ 取組の内容 

学校給食における地産地消を推進するとともに、食に関する正しい知識を

普及するため、地元食材の積極的な導入に取り組む。 

ｂ 甲の役割 

学校給食への供給体制及び供給システムの整備に向け、連絡会議を設置し、

必要な調査研究を行う。 

ｃ 乙の役割 

学校給食への供給体制及び供給システムの整備に向け、甲が設置する連絡

会議での調査研究に協力する。 

    エ 地域内外の住民との交流 

     (ア) 地域資源の活用による交流の促進 

ａ 取組の内容 

交流人口の拡大による活性化を図るため、圏域の有する自然や歴史文化、

伝統産業等の多様な地域資源の活用及び連携に取り組む。 

ｂ 甲の役割 

⒜ ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館が実施する圏域内外との交流の促進、

にぎわいの創出等に関する事業の支援を行う。 

⒝ 乙と連携して、圏域内外の住民の交流に資する各種イベントの開催支援
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を行うとともに、一体性又は連続性のあるイベント事業の開催について検

討を行う。 

⒞ 乙と連携して、地域資源の発掘及び活用を行い、圏域の観光ルートの設

定に取り組む。 

ｃ 乙の役割 

⒜ ＮＰＯ法人北はりま田園空間博物館が実施する圏域内外との交流の促進、

にぎわいの創出等に関する事業の支援を行う。 

⒝ 甲と連携して、圏域内外の住民の交流に資する各種イベントの開催支援

を行うとともに、一体性又は連続性のあるイベント事業の開催について検

討を行う。 

⒞ 甲と連携して、地域資源の発掘及び活用を行い、圏域の観光ルートの設

定に取り組む。 

    オ その他 

(ア) 環境・エネルギー対策の推進 

ａ 取組の内容 

圏域全体で地球環境への負荷が少ない低炭素社会の構築を図るため、温

室効果ガスの排出量削減に資する再生可能エネルギーの活用を推進する。 

ｂ 甲の役割 

⒜ 乙が取り組む木質バイオマスエネルギー促進事業の推進に向け、普及

拡大等必要な協力を行う。 

⒝ 公共施設への太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を促進すると

ともに、再生可能エネルギーの有効活用に向け、新エネルギービジョン

の策定並びに必要な調査研究及び普及啓発に取り組む。 

ｃ 乙の役割 

⒜ 太陽光発電等の再生可能エネルギーとともに、間伐材を利用した木質

バイオマスエネルギーの公共施設への導入を促進し、バイオマスタウン

構想の実現を図る。 

⒝ 甲と協力して、再生可能エネルギーの有効活用に向け、必要な調査研

究等を行う。 

     (イ) 住民相談窓口の相互利用 

ａ 取組の内容 

圏域住民の暮らしの安全と安心を確保するとともに、利便性の向上を図

るため、消費生活相談をはじめ、各種相談窓口を圏域住民が相互利用でき

る体制整備を推進する。 

ｂ 甲の役割 

        ⒜ 圏域の拠点的機能を持つ消費生活相談窓口として、消費生活に関する

情報発信及び相談機能の強化を図るとともに、圏域住民が相談窓口を相

互に利用できる体制整備に取り組む。 

⒝ 圏域住民が各種相談窓口を相互利用できる環境整備について、必要に
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応じて検討を行う。 

ｃ 乙の役割 

        ⒜ 圏域全体の消費生活相談窓口として、相談機能の強化を図るとともに、

圏域住民が相談窓口を相互に利用できる体制整備に向けた調整及び事務

に甲と協力して取り組む。 

        ⒝ 圏域住民が各種相談窓口を相互利用できる環境整備について、甲とと

もに必要に応じて検討を行う。 

   ⑶ 圏域マネジメント能力の強化に係る政策分野 

    ア 人材の育成及び確保 

     (ア) 取組の内容 

職員の職務遂行能力の向上を図り、圏域全体にわたる政策形成や事業推進

ができる人材を育成するため、外部人材の活用、合同研修等の実施に取り組

む。 

     (イ) 甲の役割 

ａ 法制、財務等職務遂行能力の向上に資する職員研修を乙と合同で開催する

とともに、取組の企画及び調整を行う。 

ｂ 圏域の諸課題の解決、活性化等につながる政策の実施に向け、専門家等外

部人材の活用を図る。 

ｃ 人事交流について調査研究を行うとともに、必要に応じて人事交流を行う。 

     (ウ) 乙の役割 

ａ 法制、財務等職務遂行能力の向上に資する職員研修を甲と合同で開催する。 

ｂ 圏域の諸課題の解決、活性化等につながる政策の実現に向け、専門家等外

部人材の活用を図る。 

ｃ 甲と協議の上、必要に応じて人事交流を行う。 

（事務執行に当たっての費用負担） 

第４条 前条に規定する取組を推進するため、甲及び乙は、前条において規定するもの

のほか、必要な費用が生じるときは、相互の受益の程度を勘案し、当該費用を負担す

るものとする。 

２ 前項の規定により必要となる手続又は人員の確保に係る負担並びに前条及び前項に

規定する費用の負担については、その都度甲及び乙が協議して別に定めるものとする。 

（協定の変更） 

第５条 この協定の規定を変更しようとする場合は、甲及び乙が協議の上、これを定め

るものとする。この場合において、甲及び乙は、あらかじめ議会の議決を得ることと

する。 

（協定の廃止） 

第６条 甲又は乙は、この協定を廃止しようとする場合は、あらかじめ議会の議決を経

た上でその旨を他方に通告するものとする。 

２ 前項の通告は、書面によって行い、議会の議決書の写しを添付するものとする。 

３ この協定は、第１項の規定による通告があった日から起算して２年を経過した日に
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その効力を失う。 

（疑義の解決） 

第７条 この協定の規定に関し疑義が生じた場合は、甲及び乙が協議の上、これを定め

る。 

 

   この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、そ

れぞれ各１通を保有する。 

 

 

   平成22年10月６日 

 

                  甲 西脇市郷瀬町 605番地 

                     西脇市 

                      西脇市長  來 住 壽 一 

 

                  乙 多可郡多可町中区中村町 123番地 

                    多可町 

                      多可町長  戸 田 善 規 
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